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第 3固定例会

市町村合併コーナー

ライフサイクルに沿った健康管理を⑪

プレミアム付き商品券を販売します

長浜町の財政事情

長浜町給与定員管理等の状況

国民健康保険の状況

老人医療費の状況

児童扶養手当制度ほか

いんふおめ しょん

年金コーナー大陰城ゆかりの地③

こんにちは lセラ ハミル トンです

人権作文水道のはなし⑤

ルポ長浜文芸

1歳です表彰まんがほか

戸籍長浜嵐ほか

表紙Iごtl1tて"，

町内小学校陸上競技大会

時折吹き抜ける冷たい風をものともせず、元気いっ

ぱい競投に臨む子どもたちの姿がとても印象的でした。



田
市
営
事
業
費
に
対
す
る

翼
担
金
な
ど

十
四
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

平
成
十
四
年
度
長
浜
町
一
般
会
計
予

算
に
三
億
六
千
百
七
十
万
一
-
ム
下
川
が
補

正
さ
れ
、
予
算
総
額
は
、
五
十
バ
億
一

千
二
一
山
九
十
九
万
一
チ
下
刊
と
な
り
ま
し

た
な
お
、
今
凶
補
正
ぎ
れ
た
主
な
も
の

は
次
の
と
お
り
で
1
7

【
土
木
賀
〕
川
県
什
1
一
七
日
と
し
て
、
長

浜
港
め
港
一
民
改
修
事
業
お
よ
び
、
雄
山

崎
整
備
事
業
並
び
に
岸
曜
の
同
部
改
良

長
浜
町
議
会
第
三
回
定
例
会
が
、
九
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
七
日

ま
で
の
二
一
日
間
の
会
期
で
聞
か
れ
ま
し
た
。

今
回
の
一
議
会
で
は
、
六
人
の
議
員
に
よ
る
一
般
質
問
に
引
き
続
き
、

平
成
卜
三
年
度
長
浜
町
一
般
会
計
歳
入
歳
間
決
算
の
認
定
や
、
平
成

十
四
平
度
長
浜
町
一
般
会
計
補
正
予
算
(
仕
事
二
バ
芝
、
教
育
委
員
会
委

員
の
任
命
に
つ
き
読
会
の
同
意
を
求
め
る
ご
と
な
ど
の
議
案
一
一
十
一

件
が
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
認
定
。
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
地
方
税
源
の
充
実
権
保
に
関
す
る
意
見
書
の
議
会
提
出
案

件
一
件
と
、
平
成
十
三
年
度
長
浜
町
一
般
会
計
継
続
費
精
算
報
台
、

例
月
出
納
検
査
、
寄
付
採
納
、
事
務
報
汗
な
ど
の
議
会
報
告
案
件
六

件
も
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
、
受
理
採
択
さ
れ
ま
し
た
れ

主
な
、
前
案
、
一
般
質
問
な
ド
」
の
あ
ら
ま
し
を
ご
紹
介

了
J
K
¥

三
-
工

一
口
、
れ
い
ム
」

4
Aぺ

し
ま
寸一

工
事
に
作
、
つ
川
県
リ
一
日
中
業
費
に
対
す
る
負

刊
金
一
億
一
千
五
百
四
十
九
万
九
千
円

を
補
正
。

〔
消
防
費
〕
常
備
消
防
費
と
し
て
、
大

川
地
区
広
域
消
防
事
務
組
合
へ
の
徒
期

山
口
担
金
一
九
千
七
百
山
十
四
万
川
千
円
を

補
正
(

〔
商
ヤ
一
寄
一
〕
一
山
仁
振
興
費
と
し
て
、
企

業
立
地
促
出
条
例
に
基
づ
く
、
拓
海
工

業
団
地
J-
地
企
業
し
八
社
に
対
す
る
用
地

取
得
助
成
金
二
千
一
二
一
川
八
十
万
七
千
円

を
補
疋
ι

教
育
委
員
に

米
間
幸
市
民

め
、
後
任
に
米
同
幸
市
氏
(
豊
茂
・
ム
ハ

山
」
を
選
任
し
議
会
の
同
立
を
求
め
た

結
果
、
満
州
川
一
立
で
同
立
さ
れ
ま
L
た

地
方
暫
源

確
保
一

意
見
書

現
下
の
地
卜
刀
財
政
は
、
長
引
く

R
1

の
低
迷
に
よ
る
大
幅
な
税
収
減
に
よ
り

危
機
的
な
状
況
に
あ
り
、
増
大
す
る
住

以
二

l
ズ
に
応
え
る
た
め
に
は
、
地
方

税
源
の
充
実
確
保
を
図
る
こ
と
が
重
要

匡玄室亜..  

河
口
推
砂
つ
い

風
力
発
電
つ
い
て

高
校
裏
の
砂
浜
、
一
沖
の

一
文
字
壌
防
に
つ
い
て

質
問
・
:
骨
川
の
河
口
堆
砂
に
つ
い
て
、

国
土
交
通
官
は
一
応
支
山
の
砂
だ
け
は

除
去
し
た
が
、
一
向
に
改
普
は
見
ら
れ

ず
、
も
っ
と
毅
然
と
し
た
態
度
で
、
強

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
ト
-
九
年
度
税

制
改
革
に
当
た
っ
て
、
次
の
事
項
を
実

旧
吋
寸
る
よ
、
つ
屈
に
強
く
要
望
す
る
こ
と

が
決
ま
り
ま
し
た
。

パ
一
同
定
資
比
一
祝
の
一
層
の
負
担
水
準
の

均
術
化
、
適
正
L

化
を
推
進
し
、
そ
の
安

定
作
保
を
川
る
こ
と
。

O
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
充
実
確
保
を
図

る
こ
と
。

。
特
別
土
地
保
有
税
の
M
r
持
を
凶
る
こ

と。
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再覇

富
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謹
四
国
国
民

い
と
い
け
な
い
。
環
境
、

安
全
の
た
め
話
交
渉
す
べ
き
と
思
う
が
、

ど
う
与
え
て
い
る
の
か
。

蓄
持
(
町
長
)
・
:
国
土
交
通
省
と

L

て
は
、
一
平
成
七
年
程
度
の
出
水
が
あ
れ

ば
砂
川
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ
」
す
る
と
い
う
前

提
条
件
の
下
で
、
開
高
に
し
て

C
m
、



川
一
何
分
約
六
十
五

m
、
約
四
千
ば
の
砂

を
掘
削
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出

水
し
た
場
合
に
砂
州
が
流
出
し
や
す
い

状
況
を
作
勺
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
向

に
改
苦
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
ご
指
摘

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
千
成
七
年
程
度
の

出
水
が
な
く
、
思
定
し
た
状
況
に
至
ら

な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
町
v
y

一1
三スは、

徐
々
に
掘
削
前
の
状
態
に
一
民
り
つ
つ
あ

る
状
況
等
か
ら
、
今
後
、
河
U
閉
塞
に

は
至
ら
な
い
状
況
の
維
持
を
要
請
す
る

と
と
も
に
、
県
に
対

L
て
も
、
航
行
の

安
全
の
た
め
の
対
策
を
要
詰
L
た
い
と

考
え
て
い
る
。

立
地
可
能
な

適
地

は
な
い

先般国記ょっで砂が除去された肱川河口

質
問
:
山
内
力
発
電
は
、
ク
リ
ー
ン
な

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
注
目
を
浴
び
て

い
る
。
当
町
で
も
、
新
た
な
名
所
と
な

る
よ
う
設
置
を
検
討
し
て
は
ど
、
っ
か
。

答
品
汁
(
町
長
)
:
・
風
力
発
竜
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
斗
町
は
肱
川
あ
ら
し
の

吹
く
風
の
町
で
も
あ
り
、
導
入
可
能
で

あ
れ
ぽ
親
元
資
源
等
と
し
て
も
検
討
す

る
こ
と
は
決
し
て
や
ぶ
さ
か
一
じ
は
な
い
。

し
か

L
、
こ
の
事
業
に
は
年
間
平
均
風

力
で
秒
速
し
ハ

m
以
上
が
求
め
ら
れ
、
高

さ
約
七
十

m
哩
度
の
風
車
タ
ワ
ー
の
建

設
の
ほ
か
、
地
耐
力
・
資
材
導
入
の
た

め
の
迫
酢
・
騒
音
・
電
波
陪
詐
等
の
問

題
の
ク
リ
ア
が
必
要
と
な
る
。
ち
な
み

に
、
当
町
の
風
以
は
、
港
務
所
で
の
凶

測
値
で
は
あ
る
が
、
平
成
十
年
か
ら
十

二
年
の
四
年
間
の
平
均
値
で
、
最
大
が

平
成
十
三
年
の
毎
秒
約
i
m
、
そ
れ
以

外
の
年
は
毎
秒
二
一

m
未
満
で
あ
る
心

昨
今
、
い
ろ
い
ろ
な
企
業
が
全
国
任

地
の
」
旭
地
調
売
を
さ
れ
て
お
り
、
当
町

へ
も
米
町
δ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ

の
後
何
の
ア
ク
シ
ョ
ン
も
起
こ
さ
れ
て

い
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
当
町
は
ず
一
地
可

能
な
候
補
地
と

L
て
は
適
さ
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
里
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

整
備
の
必
要
性
は

論
を
待
た
な
い

費
問
・
:
高
校
裏
の
海
岸
で
の
テ
ト
ラ

ポ
ッ
ト
の
設
岸
・
除
去
の
操
り
「
刊
仁
は
、

一
体
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
晴
海
沖
の
一
文
字
堤
防
は
、
特

に
必
要
と
も
思
え
ず
、
中
止
し
て
ほ
ど

、っ，刀。答
品
計
(
町
長
)
:
・
小
引
船
だ
ま
り
凶

側
の
離
山
市
堤
に
勺
い
て
は
、
一
寸
成
六
年

に
「
波
が
堤
町
を
越
え
生
活
に
支
叫
が

あ
る
c

」
と
し
て
、
そ
の
対
応
仁
つ
い

て
地
元
か
ら
要
請
を
受
け
、
ま
た
、
平

成
九
年
一
一
一
月
の
定
例
会
で
も
、
議
員
さ

ん
か
ら
海
岸
保
主
の
ご
意
見
が
あ
っ
た

こ
と
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
本
一
ム
事

は
、
背
後
肢
の
住
宅
等
を
越
波
か
ら
守

る
た
め
、
一
平
成
九
年
度
か
ら
施
工
し
て

い
た
だ
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
テ
ト

ラ
ポ
ッ
ト
の
移
設
は
、
護
岸
防
御
、
高

訓
-
越
波
対
策
と
し
て
設
置
し
て
い
た

も
の
を
、
北
西
の
風
浪
に
対
応
す
る
た

め
に
仮
同
き
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
文
字
堤
防
に
つ
い
て
は
、
平
成
ご
一

年
山
ー
か
ら
施
工
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
、

全
体
計
削
千
六

h
出
の
う
ち
、
引
い
壮
六

百
十

m
が
完
成
し
て
い
る
。
晴
十
件
・
拓

海
工
業
凶
地
の
岸
壁
利
川
に
つ
い
て
は
、

特
に
秋
か
ら
冬
期
に
か
け
て
、
係
船
可

能
な
静
程
度
が
保
て
る
こ
と
が
必
知
一
条

件
で
あ
る
一
ま
た
、
冬
期
風
出
し
ノ
一
海
而

の
自
然
条
件
の
作
川
に
よ
り
、
マ
ン
ホ
ー

ル
か
ら
大
量
の
海
本
が
溢
水
す
る
と
い

う
事
象
も
生
じ
て
お
り
、
防
波
堤
の
早

則
整
怖
の
必
要
牲
を
痛
感
し
て
い
る
一
、

山
鳥
壌
ダ
ム
事
控
訴
に
つ
い
て

出
海
地
罷
の
水
害
に
つ
い
て

瞳
世
田
神
祉
に
通
じ
る

道
に
つ
い
て

今
後
正
式
に

変
更
手
続
が
な
さ
れ

一
貫
問
・
:
中
予
へ
刀
水
が
な
く
な
っ
た
後
、

中
予
広
域
水
道
事
業
団
が
ダ
ム
也
誌
負

担
金
の
返
選
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
「
平

成
六
年
に
公
示
さ
れ
た
基
本
計
一
同
が
ま

だ
生
き
て
い
る
」
と
し
て
、
同
は
こ
れ

に
応
じ
て
い
な
い
っ
こ
の
こ
と
は
、
今

後
、
ま
た
分
水
が
生
き
て
く
ふ
の
か
、

引
回
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
分

か
ら
な
い
ま
ま
、
川
口
惜
築
案
を
評
価
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
υ

こ
の
評
州
を

取
り
下
げ
、
ダ
ム
な
し
で
の
治
水
計
画

現
在
の
不
川

ω時
代
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

地
の
利
を
生
か
し
た
、
木
材
や
七
メ
ン

ト
、
石
油
製
品
等
の
安
定
し
た
移
入
・

移
出
は
町
内
の
経
済
活
動
を
支
え
る
も

の
で
あ
り
、
藍
備
の
必
要
性
は
論
を
待

た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

中

野

茂

明

一躍昌一

を
練
り
直
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

答
弁
(
町
畏
)
也
開
当
初
は
、
公
示
さ

れ
た
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
多
川
的
ダ

ム
を
淫
没
す
る
計
画
で
あ
っ
た

J

し
か

し
、
こ
こ
七
j
人
年
聞
は
、
平
成
九
年

の
河
川
法
の
改
正
や
比
比
住
民
の
「
安

全
と
安
心
な
と
肱
川
の
抱
え
る
課
題
断

消
」
へ
の
思
い
、
中
予
地
区
の
分
木
計

画
か
ら
の
雌
脱
、
鹿
好
川
ダ
ム
の
運
用

変
更
と
改
造
計
画
な
ど
、
従
来
の
河
川

整
備
の
あ
り
方
が
間
わ
れ
た
変
革
の
時

期
で
あ
り
、
本
ダ
ム
に
つ
い
て
も
「
持

構
築
計
画
案
」
と
い
う
段
階
ま
で
議
論

が
行
わ
れ
、
町
と
し
て
も
流
域
と
し
て

3 



も
こ
れ
を
評
価
し
、
計
画
変
更
へ
の
収

れ
ん
が
凶
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
四
国
地
方
整
備
局
事
業
許

価
監
視
委
員
会
で
は
、
国
が
示
し
た

「
再
構
築
計
画
案
」
に
基
づ
き
、
事
業

を
継
続
と
す
る
こ
と
を
決
定
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

今
後
、
国
で
は
、
再
構
築
計
一
同
案
を

も
と
に
肱
川
の
河
川
整
備
方
針
・
整
備

計
画
を
策
定
さ
れ
る
も
の
と
思
う
が
、

そ
れ
に
引
き
続
き
、
「
山
鳥
坂
ダ
ム
建

設
に
関
す
る
基
本
計
画
」
の
変
更
作
業

に
移
り
、
正
式
に
基
本
計
画
変
更
の
手

続
が
な
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

引
き
続
き
国
@
県
ヘ

働
き
か
け
て

賀
問
・
開
・
平
成
元
年
と
十
年
の
集
中
豪

雨
に
よ
り
、
土
居
川
で
洪
水
被
害
が
起

き
た
こ
と
は
、
単
に
天
災
と
し
て
片
づ

け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

L
L

居
川
に

か
か
る
出
海
橋
は
、
川
幅
が
四

m
四
十

畑
中
め
る
の
に
、
改
良
部
分
の
幅
は
二
一

m

に
縮
め
て
あ
り
、
ま
と
ま
っ
た
雨
が
降

れ
ば
、
橋
の
た
も
と
か
ら
水
が
あ
ふ
れ

る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
を
未
だ
放

置
し
て
い
る
の
は
町
の
怠
慢
で
あ
り
、

責
任
を
問
、
つ
べ
き
と
思
う
が
、
町
長
は

ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

答
品
計
(
町
長
)
:
・
出
海
橋
に
つ
い
て

は
、
平
成
元
年
の
水
害
に
よ
り
橋
台
部

基
礎
に
補
強
を
要
す
る
状
況
が
生
じ
、

当
時
の
管
理
者
で
あ
る
県
に
よ
り
施
工

さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
橋
を

合
む
路
線
は
、
同
道
三
七
八
口
ず
の
整
備

に
伴
い
、
平
成
五
年
に
町
道
へ
移
管
さ

れ
供
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
平
成
十
年
の
集
中
豪
雨
に

よ
り
、
諸
々
の
要
閃
が
あ
る
も
の
の
再

度
の
浸
水
被
害
を
受
け
る
事
態
が
発
生

し
、
町
独
自
で
の
治
水
対
策
に
は
限
界

が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
間
百
県
に
対

L

懸
命
に
要
望
活
動
を
行
い
、
半
成
十
三

年
に
は
出
海
川
を
県
管
理
の
二
級
河
川

に
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
と
と
も
に
、

河
川
改
修
事
業
の
実
施
に
向
け
て
の
検

討
が
さ
れ
、
諸
要
件
が
整
い
次
第
、
地

域
の
皆
さ
ん
へ
の
説
明
会
を
予
定
し
て 土居川(出海)

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
決

し
て
放
置
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

今
後
も
、
速
や
か
な
改
良
整
備
に
つ
き
、

引
き
続
き
国
・
県
へ
の
働
き
か
け
を
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

町
道
と
し
て

欠
格
事
由
は
な
い

置
問
:
住
吉
神
社
へ
通
じ
る
道
は
、

町
道
で
あ
っ
て
参
道
で
は
な
い
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、
参
道
と
し
て
土
地
を

寄
付
し
た
人
が
い
る
こ
と
や
、
「
参
道

入
口
に
つ
き
駐
車
禁
止
」
の
旨
の
看
板

が
あ
る
こ
と
等
、
そ
の
実
態
は
参
道
で

あ
る
。
行
政
と
宗
教
の
関
係
等
、
ど
う

考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
町
道
な
ら

ば
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
設
置
等
、
そ
れ
な

り
の
整
備
を
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

答
弁
(
町
長
)
:
・
住
吉
公
開
は
、
都

市
公
園
と
し
て
昭
和
山
卜
三
年
に
国
の

指
定
を
受
け
、
同
年
度
内
に
ご
指
摘
の

道
路
も
関
内
道
と
し
て
整
備
さ
れ
、
そ

の
後
、
地
医
環
境
改
善
の
一
環
と
し
て
、

同
年
に
現
道
に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
赤
道
分
を
除
く
敷
地
は
、
「
寄
付

芳
名
者
石
碑
」
に
よ
る
と
、
住
吉
道
路

敷
地
と
し
て
寄
贈
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。昭

和
六
十
二
年
に
、
町
道
住
吉
公
園

線
と
し
て
認
定
、
維
持
管
理
し
て
お
り
、

参
道
と
し
て
も
使
用
は
さ
れ
て
い
る
が
、

多
く
の
公
園
利
用
者
や
農
地
所
有
者
等

に
も
有
効
に
活
用
さ
れ
て
お
り
、
町
道

と
し
て
の
欠
格
事
由
は
な
い
と
認
識
し

長
浜
港
湾
事
業
(
小
型
船
だ
ま
り
)
に
つ
い
て

県
園
町
の
施
工
す
る
長
浜
町
で
の
公
共
事
業

の
指
名
業
者
選
定
に
つ
い
て
(
特
に
海
面
で
の

工
事
業
者
の
選
定
に
つ
い
て
)

沖
浦

5
小
浦
聞
の
歩
道
に
つ
い
て

現
実
に
あ
っ
た
形
で

整
備
し
て
い
き
た
い

置
問
:
・
長
浜
港
湾
事
業
(
小
型
船
だ

ま
り
)
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
入

口
は
狭
い
。
県
は
、
「
大
き
い
船
一
一
隻

分
の
幅
は
七

m
、
実
際
に
は
+
一
十
八

m

考
え
て
い
る
か
ら
十
分
」
と
の
こ
と
で

あ
る
が
、
風
の
強
い
あ
の
場
所
で
は
、

安
素
性
が
確
保
で
き
な
い
。
ま
た
、

「第一
A

工
広
が
な
く
な
ら
な
け
れ
ば
安

全
な
港
は
で
き
な
い
」
と
も
い
っ
て
い

る
が
、
安
全
性
が
確
保
で
き
な
い
港
の

仁
事
を
な
ぜ
止
め
な
い
の
か
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
受
け
、
漁
協
の
役

員
会
で
、
「
そ
う
い
う
港
は
安
ら
な
い
。

公
金
の
燕
駄
遣
い
だ
か
ら
止
め
て
も
ら

て
い
る
。
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
設
置
に
つ

い
て
は
、
危
険
な
状
態
に
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
危
険
を
解
消
す
べ
く
方
策
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

4 

富

英

盟
関
田
園
内

う
よ
う
に
。
」
と
の
結
果
を
得
た
。
こ

こ
に
工
事
の
中
止
を
進
言
す
る
が
、
町

長
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

答
弁
(
町
長
)
・
基
本
的
に
、
長
浜

港
湾
整
備
事
業
は
、
本
町
の
中
核
的
な

町
、
づ
く
り
事
業
と
し
て
取
り
組
ん
で
お

り
、
中
止
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と

考
え
て
い
る
。
小
型
船
だ
ま
り
に
つ
い

て
は
、
八
月
二
日
に
、
静
穏
度
を
含
め

港
U
の
問
題
、
こ
れ
に
関
連
す
る
防
波

堤
に
つ
い
て
、
「
第
三
次
開
発
事
業
計

画
の
中
の
第
二
工

R
と
の
関
連
が
あ
り
、

計
画
を
見
直
し
た
い
」
旨
、
お
話
し
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
小
型
船
だ
ま
り

の
入
出
港
の
安
全
性
は
港
利
用
の
前
提

で
あ
る
の
で
、
第
一
一
工
医
に
つ
い
て
は
、

小
型
船
だ
ま
り
の
利
活
用
上
、
安
全
な



防
波
堤
の
築
庄
が
る
よ
う
、
早
く

見
直
し
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
開
港
部
に
つ
い
て
は
、
第
一
一
工

区
の
変
更
に
よ
る
防
波
堤
計
両
を
立
案

す
る
に
当
た
り
、
静
穏
域
の
拡
大
を
阿

る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
技
術
的
な
杭

討
を
県
に
要
詰
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

な
お
、
第
三
次
開
発
事
業
の
見
直
し

に
つ
い
て
は
、
全
体
的
に
見
直
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
、
現
在

作
業
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

小
型
船
だ
ま
り
の
利
用
に
つ
い
て
も
、

そ
の
中
で
現
実
に
あ
っ
た
形
で
整
備
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
、
関
係
者

の
皆
さ
ん
の
ご
理
併
と
ご
協
力
を
お
柑

い
し
た
い
。

公
正
に発

註
し
て
い
く

町づくりの中核をなす長浜港湾整備事業

質
問
・
:
県
、
町
が
施
て
す
る
長
浜
町

内
で
の
公
共
市
業
の
、
品
名
業
者
一
~
特

に
海
面
で
の
工
事
主
行
)
に
つ
い
て
で

あ
る
が
、
破
れ
た
汚
濁
防
止
、
不
ツ
ト
を

形
だ
け
使
う
よ
う
な
業
者
は
、
町
の
指

名
業
者
か
ら
外
し
て
も
ら
い
た
い
。
ま

た
、
県
に
対
し
て
は
漁
協
組
合
か
ら
も

伝
え
る
が
、
町
か
ら
も
指
名
業
者
か
ら

外
す
よ
う
口
添
え
し
て
も
ら
い
た
い
と

思
う
が
、
ど
う
考
え
る
か
。

答
品
計
(
町
長
)
:
・
町
発
註
公
共
事
業

の
指
名
選
定
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
、

地
方
自
治
法
や
佐
立
主
法
等
を
道
守
す

る
と
と
も
に
、
企
業
の
施
工
能
力
、
技

術
力
等
を
見
極
め
な
が
ら
公
正
に
発
一
任

し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
「
県
工
事
に
お
け
る
指
名
に

つ
い
て
町
か
ん
の
け
託
、
え
を
」
と
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
立
場
上
期
待
に
添
え

な
し
。

川
引
き
続
き
要
請

し

い

き

た

い

質
問
:a
沖
浦
j
小
浦
聞
の
歩
道
に
つ

い
て
は
、
ギ
成
四
年
か
ら
長
年
要
望
し

て
い
る
の
に
、
国
が
こ
の
こ
と
を
聞
い

た
の
が
ご
く
長
近
疋
と
い
う
こ
と
は
、

非
市
に
憤
慨
で
あ
る
。
此
在
は
、
同
の
と
、
河
川
の
堤
防
佐
伯
等
に
関
す
る
計

考
え
万
が
一
不
さ
れ
県
か
ら
の
凶
答
待
ち
画
に
つ
い
て
国
の
考
え
方
が
県
に
示
3

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
町
は
れ
、
そ
の
回
答
を
県
か
ら
提
示
す
る
こ

県
に
対
し
単
急
に
そ
の
確
認
を
し
、
一
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

U
も
早
い
歩
道
整
怖
を
凶
っ
て
も
ら
い
凡
で
は
、
現
状
を
主
く
受
け
止
め
、

た
い
が
、
ど
ろ
な
一
っ
て
い
る
の
か
。
一
渋
川
叫
避
難
的
な
措
置
と
し
て
歩
道
整
備

答
弁
(
町
長
)
:
こ
の
こ
と
に
つ
い
計
画
と
と
も
に
、
国
の
考
え
方
を
勘
案

て
は
、
県
に
よ
る
地
質
調
煮
や
測
量
設
し
、
早
い
時
期
に
問
答
さ
れ
る
予
定
に

計
等
を
進
め
て
い
た
だ
き
、
河
川
管
理
な
っ
て
い
る
。
町
と
し
て
も
、
引
き
続

者
の
国
土
交
通
有
と
の
協
議
の
中
で
、
さ
、
こ
の
事
業
七
施
に
つ
い
て
要
詰
し

、
正
接
地
方
道
畏
一
山
中
付
綜
の
改
良
整
仙
て
い
き
た
い
と
抗
与
え
て
い
る
。

河
川
改
修
に
つ
い
て

市
町
村
合
併
に
闘
し
て
の

鐘
畏
意
斡
酬
の
高
揚
に
つ
し
て

速
や
か
な
整
備
を

要
請
し
て

質
問
:
肱
川
の
河
川
改
修
に
つ
一
い
て
、

流
域
全
域
が
改
修
さ
れ
た
段
階
に
お
い

て
は
、
特
に
長
一
供
。
沖
浦
地
区
は
水
作

の
危
険
性
が
高
い
と
思
う
が
、
町
長
は

ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の

対
策
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

次
に
、
こ
の
地
区
の
川
川
改
修
が
な

矢

間

議
員

さ
れ
る
と
し
た
ら
、
人
口
密
集
地
域
で

も
あ
り
多
く
の
立
ち
退
き
者
が
出
る
こ

と
に
な
る
と
思
う
が
、
そ
の
方
々
の
考

え
方
を
、
ど
の
よ
う
に
事
業
に
反
峡
さ

せ
ふ
の
か
。

最
後
に
、
赤
惜
の
存
続
に
つ
い
て
は

ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

答
弁
(
町
長
)
・
:
肱
川
で
は
、
百
年

に
一
回
の
降
雨
に
よ
っ
て
発
生
す
る
で

あ
ろ
う
洪
水
に
対
応
す
る
た
め
の
河
川

整
備
計
一
川
に
法
づ
き
、
改
修
が
進
め
ら

れ
て
い
る
が
、

t
J
両
、
二
十
j
三
十
年

間
の
整
備
目
標
を
立
て
、
山
十
分
の
一

の
確
率
に
向
け
た
整
備
が
な
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
に
現
在

ω

無
堤
地
区
を
整
備
す
る
こ
と
に
な
る
わ

け
で
あ
る
が
、
地
形
的
な
条
件
と
上
下

流
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
、
堤
防
整
備

に
よ
る
影
響
が
集
中
し
な
い
よ
う
進
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

L
か
し
、

す
べ
て
の
水
は
長
浜
河
口
へ
と
流
下
す

る
わ
け
で
あ
る
の
で
、
可
能
な
限
り
速

や
か
な
整
備
要
詰
を
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

整
備
に
つ
い
て
は
、
築
堤
力
式
な
一
り

か
、
宅
地
の
高
上
げ
方
式
去
の
か
、
河

口
の
地
形
的
条
件
、
地
域
と
し
て
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
上
の
問
題
、
可
住
地

供
給
問
題
等
が
山
枯
し
て
い
る
と
考
え

て
い
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
る
と
、
回
と

し
て
も
安
全
を
大
前
提
と
し
た
巾
で
、

経
済
比
較
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
施

工
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

赤
橋
、
河
川
の
漁
港
に
つ
い
て
は
、

改
修
卜
刀
計
の
選
択
が
ど
の
よ
う
に
な
る

の
か
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
主
な
誌
も
一
聞
が

出
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
赤
橋
は

住
民
の
生
活
道
と
し
て
の
重
要
性
の
み

な
ら
ず
、
国
指
定
有
形
登
録
文
化
財
に

指
定
さ
れ
た
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
扶

-5-



義
な
次
一
克
の
話
で
は
な
く
、
近
代
土
木

遺
産
と
し
て
の
価
値
観
か
ら
も
、
保
存

と
活
用
に
向
け
た
検
討
が
な
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

早
急
に
取
り
組
ん
で

い
き
た
い

賛
問
:
・
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
は
、

住
民
の
意
識
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
漠
然
と

し
た
状
況
に
あ
る
と
考
え
る
。
内
子
町

の
よ
う
な
同
治
会
的
な
組
織
を
作
っ
て

は
ど
う
か
と
も
思
う
が
、
住
民
と
の
対

話
の
場
や
、
意
識
高
揚
の
方
策
等
に
つ

い
て
は
ど
う
与
え
て
い
る
の
か
。

答
弁
(
町
長
)
i
市
町
村
合
併
に
つ

い
て
は
、
大
洲
市
ロ
長
浜
町

B

肱
川
町
・

河
辺
村
で
の
合
併
を
前
提
に
、
現
在
、

第 1回大洲喜多合併推進協議会

四
市
町
村
に
よ
る
「
大
洲
喜
多
合
併
協

議
会
(
任
意
)
設
立
準
備
会
」
を
設
置

し
、
平
成
十
五
年
一
月
の
法
定
協
議
会

設
置
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
る
。

町
民
の
皆
さ
ん
の
中
に
は
、
合
併
に

伴
、
つ
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
等
の
不

安
@
不
満
が
あ
る
こ
と
は
十
分
認
識
し

て
い
る
が
、
合
併
は
議
会
。
行
政
・
民

意
の
三
位
一
体
で
の
取
り
組
み
が
最
重

要
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
今
後

も
、
そ
の
不
安
e

不
満
の
払
拭
と
合
併

へ
の
意
識
高
揚
を
凶
る
べ
く
、
今
後
の

協
議
会
等
で
の
内
容
を
、
逐
一
広
報
紙

に
掲
載
す
る
な
ど
、
情
報
の
提
供
に
努

め
る
と
と
も
に
、
年
内
に
は
懇
話
会
を

開
催
し
て
状
況
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
。
ま
た
、
来
年
、
法
定
協
議
会
が

ス
タ
ー
ト
す
れ
ば
、
協
議
内
存
等
を
皆

さ
ん
に
報
告
し
意
見
を
聞
く
会
を
設
け

た
い
と
考
え
て
い
る
。

円
治
会
組
織
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

合
併
を
期
に
行
財
政
改
革
が
断
行
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
折
、
白
ず
と
地
点
自

治
も
ス
リ
ム
化
へ
と
移
行
す
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
特
に
、
住
民
と
行
政
の
果

た
す
役
割
や
分
担
が
今
茂
明
確
化
す
る

と
予
測
さ
れ
る
一
方
、
魅
力
あ
る
地
域

手
つ
く
り
を
行
、
つ
た
め
に
は
、
地
域
住
民

自
ら
の
総
意
と
責
任
に
お
い
て
行
う
と

い
う
、
地
方
自
治
本
来
の
住
民
自
治
が

求
め
ら
れ
る
。
今
回
の
合
併
は
、
地
方

自
治
の
確
立
を
通
じ
て
住
民
自
治
を
成

熟
さ
せ
る
好
機
で
も
あ
り
、
ご
提
案
の

臨
川
河
川
故
鯵
事
業
の

上
老
松
地
一
陣
改
鯵
計
圏

に
つ
い
て

町
道
の
管
理
及
、
ひ

整
備
に
つ
い
て

関
係
者
で
委
員
会
等
を

設
置
し
て

賀
間
:
激
特
事
業
に
よ
り
、
上
流
部

で
は
卜
五
年
に
ム
回
の
洪
水
に
対
応
で

き
る
堤
防
整
備
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
現

在
、
大
和
(
郷
)
地
区
が
、
宅
地
等
氷

防
災
事
業
と
土
地
区
一
両
整
理
事
業
に
よ

り
、
六
か
年
の
予
定
で
整
備
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
郷
地
区
の
改
修
が

完
成
す
れ
ば
、
洪
水
の
被
害
を
最
初
に

受
け
る
の
は
上
老
松
地
区
で
あ
る
。

地
域
住
民
と
し
て
は
、
早
く
改
修
計

画
を
知
り
、
不
安
を
解
消
し
、
よ
り
安

全
で
安
心
し
て
住
め
る
地
域
に
し
て
も

ら
い
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
計

画
の
内
容
は
、
い
つ
一
不
さ
れ
る
の
か
。

ま
た
、
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は

地
域
自
治
制
度
に
つ
い
て
は
、
早
急
に

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

叶

開

藍

士山

鵠
鵬
口
圏
内

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
弁
(
町
長
)
:
E
郷
地
医
に
つ
い
て

は
、
国
の
水
防
災
対
策
特
定
河
川
事
業

と
併
せ
て
、
町
の
土
地
医
画
整
理
事
業

等
に
よ
り
、
安
全
か
つ
快
適
な
地
域
づ

く
り
に
向
け
ス
タ
ー
ト
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
一
方
、
上
老
松
地
医
に
つ
い
て

は
整
備
計
一
酬
が
立
案
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
地
域
住
民
の
方
々
も
、
対
岸

の
着
工
に
よ
り
一
層
不
安
が
募
っ
て
い

る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を

踏
ま
え
、
本
地
区
整
備
計
阿
ム
任
案
の
た

め
の
測
量
立
入
の
説
明
会
を
、
十
月
中

に
開
催
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
当
地

区
は
、

J
R
及
び
県
道
等
が
並
行
し
て

走
っ
て
お
り
整
備
区
域
が
瓶
一
め
て
狭
い

こ
と
か
ら
、
整
備
計
一
両
立
案
に
は
相
当

な
時
聞
が
要
す
る
も
の
と
予
想
さ
れ
、

6 

河川整備計画の早期立案が期待される上老松地区

現
時
点
で
の
、
整
備
計
副
の
提
示
の
時

期
に
つ
い
て
は
未
定
の
よ
う
で
あ
る
。

今
後
、
郷
地
医
同
様
、
同
、
県
、
町

と
地
域
住
民
の
皆
さ
ん
と
で
十
分
協
議

し
た
中
で
計
一
則
を
立
て
て
い
た
だ
く
た

め
に
も
、
整
備
区
域
の
関
係
者
で
組
織

す
る
委
員
会
等
を
設
置
し
て
い
た
だ
き
、

整
備
計
画
を
立
案
し
た
い
と
考
え
て
い

る
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

ご
理
解
と
お
力
添
え
を

頂
き
な
が
ら

醤
一
関
:
・
町
道
に
つ
い
て
は
、
現
在
、

地
域
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
道
路
や
側

溝
の
清
掃
、
十
早
刈
等
が
行
わ
れ
て
い
る

が
、
高
齢
化
等
で
管
理
が
難
し
く
な
っ

て
き
て
い
る
。
災
害
防
止
の
面
か
ら
も
、



一
路
線
に
つ
き
五
年
に
一
回
の
清
掃
、

点
検
を
し
て
は
ど
う
か
。

答
弁
(
町
長

)
i
現
在
、
町
道
認
定

し
背
理
し
て
い
る
道
路
は
、
四
百
八
路

組
あ
り
、
そ
一
り
実
延
長
は
約
三
百
八
十

八
回
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
す
べ
て
の
町
道
の
状
況
を
常
に

把
握
し
て
維
持
管
理
す
る
こ
と
は
大
変

難
し
く
、
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
現
状

に
あ
る
。

町
と
し
て
は
、
川
向
、
町
道
を
利
用

学
校
給
食
問
題
に
つ
い

山
鳥
坂
ダ
ム
問
題
に
つ
い

関
係
機
関
と

連
携
協
議
し
て

質
問
:
・
学
佼
槍
食
に
つ
い
て
、
六
月

定
例
会
の
教
育
長
拝
先
に
よ
る
と
、

「
平
成
十
六
年
内
川
か
ら
中
学
校
で
」

と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
実
施
に
向
け
て

具
体
的
に
ど
う
進
ん
で
い
る
の
か
。
ま

た
、
食
材
等
は
地
元
の
産
物
を
使
用
す

る
と
い
う
こ
と
で
向
く
評
価
し
て
い
る

さ
れ
る
地
域
住
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
肝

と
お
力
添
え
を
頂
き
な
が
ら
、
現
状
維

持
を
凶
る
と
と
も
に
、
道
路
防
災
に
も

努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
側
溝
手
道
路
施
設
の
維
持

補
修
に
つ
い
で
は
、
引
さ
続
き
可
情
な

限
り
対
応
し
て
い
き
た
い
。
幹
線
道
路

に
つ
い
て
は
、
緊
急
性
等
を
兄
槌
め
、

整
備
計
一
両
に
よ
り
道
路
改
良
事
業
等
を

導
入
し
、
順
次
整
備
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
の

日

高

鵠
開
国
貝

が
、
町
に
と
っ
て
経
済
効
果
の
上
が
る

よ
う
な
計
画
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

さ
ら
に
、
「
電
力
に
よ
る
調
理
器
を

使
則
」
と
か
「
電
力
に
よ
る
調
理
器
具

は
、
ガ
ス
器
円
べ
よ
り
事
故
が
多
い
」
と

か
い
っ
た
う
わ
さ
や
一
聞
く
が
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

答
弁
(
教
育
長

)
i
現
在
、
長
浜
中

学
校
で
の
単
独
調
理
場
方
式
(
目
校
式
)

の
給
食
施
設
建
主
に
つ
き
、
十
五
年
皮

p

者
一
上
、
十
六
年
度
実
胞
の
方
向
で
取
り

組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
八
月
に
は
、
県

へ
の
重
要
施
策
の
推
進
に
関
す
る
陳
情

書
の
中
で
、
当
施
設
の
建
設
を
お
願
い

し
て
い
る
と
ご
ろ
で
あ
る
。

施
設
・
設
備
与
に
つ
い
て
は
、
学
校

給
食
衛
生
管
理
の
基
準
を
も
と
に
、
安

全
圃
快
適
・
経
済
的
な
シ
ス
テ
ム
を
取

り
入
れ
た
新
し
い
施
設
を
考
え
て
お
り
、

電
化
も
選
択
時
肢
の
一
っ
と
し
て
検
討
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
c

ま
た
、
ラ
ン

チ
ル

l
ム
な
ど
空
き
教
室
干
の
利
用
の

ほ
か
、
地
元
で
流
通
す
る
新
鮮
で
安
全

な
食
材
の
利
用
に
つ
い
て
、
価
格
・
白
川

数
等
の
問
題
は
あ
る
が
、
今
後
関
係
椛

問
と
連
携
協
韮
摂
し
て
怖
討
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

推
進
協
議
会
的
な

組
織
を
設
置
し
て

歯
周
問
・
:
山
鳥
以
グ
ム
問
題
に
つ
い
て

は
、
流
域
市
町
村
の
議
会
・
特
別
委
員

会
、
そ
し
て
山
鳥
坂
ダ
ム
建
設
対
策
協

議
会
の
果
た
し
た
役
割
は
、
極
め
で
た

き
い
も
の
が
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
過
村

を
踏
ま
え
、
再
情
築
計
由
案
の
評
価
と

い
う
流
域
の
意
見
が
集
約
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
今
後
は
、
令
層
連
携
を

図
り
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
諸
課
題
を

整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

以
称
で
は
あ
る
が
、
肱
川
流
域
抗
進

協
議
会
的
な
組
織
を
設
出
国
し
て
は
ど
う

カ
答
#
(
町
長
)
:
・
本
件
ダ
ム
問
題
に

つ
い
て
は
、
当
町
は
も
と
よ
り
流
ほ
の

協
蒜
会
と
し
て
も
、
総
々
を
挙
げ
時
宜

を
得
た
的
確
な
対
応
を
し
て
き
だ
つ
も

り
で
あ
る
。
特
に
長
浜
町
で
は
、
議
会

と
と
も
に
「
将
来
の
肱
川
を
考
え
る
」

を
ま
と
め
、
町
民
折
陪
と
し
て
位
山
づ

け
対
応
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
、
ま

た
、
流
域
と
し
て
も
、
「
肱
川
の
抱
え

る
課
題
」
を
基
本
に
真
塾
な
姿
で
将
来

を
見
据
え
、
国
・
県
と
議
論
を
し
て
き

だ
。
そ
し
て
、
「
治
水
利
水
計
画
パ
ム
ド
リ
の

見
直
し
案
」
、
「
再
惜
築
計
画
案
(
第
一

次
案
)
」
、
最
終
案
と
し
て
の
「
再
構
築

計
画
案
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
粁
て
、

「
洪
水
に
対
す
る
肱
川
の
安
合
安
心
の

倍
以
と
、
清
流
肱
川
の
ん
似
活
を
目
指
し

た
計
画
で
あ
る
」
と
一
の
総
合
判
断
か
ら
、

当
町
は
も
と
よ
り
、
流
域
市
町
村
、
山

鳥
坂
ダ
ム
建
設
対
策
協
議
会
で
も
本
案

を
許
価
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
、
肱
川
の
河
川
整
備
方
針
や
整

備
計
画
が
策
電
さ
れ
、
此
い
て
「
山
鳥

坂
ダ
ム
建
設
に
関
す
る
基
本
計
画
」
の

変
更
子
続
に
移
行
す
る
も
の
と
考
え
て

い
る
。
こ
れ
か
ら
、
見
体
的
な
個
々
の

取
り
組
み
に
関
す
る
同
・
県
と
の
協
議

今後肱)11の抱える諸課題を藍珪するテーフルが必要

や
、
事
業
推
進
上
の
詩
課
題
の
整
理
、
と

い
う
テ
ー
ブ
ル
が
必
要
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ご
刊
町
一
九
伐
の
、

流
域
自
治
体
に
よ
る
推
進
協
議
会
的
な

組
織
の
設
置
に
つ
い
て
は
私
も
同
感
で

あ
り
、
そ
れ
を
も
と
に
、
我
々
の
与
え

方
を
同
匂
県
に
積
極
的
に
訴
え
て
い
く

べ
き
で
あ
う
っ
と
思
っ
て
い
る

r

今
後

も
協
議
を
重
ね
、
相
織
の
設
置
に
向
け

努
力
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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会長あいさつ

会長

(大洲市長)桝田輿¥ー

少
子
。
高
齢
化
、
高
度
情
報
化
、
国
際
化

が
急
激
に
進
展
す
る
中
で
様
々
な
分
野
に
お

い
て
改
革
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
特
に
本
格
的
な
地
方
分
権
時
代
の
対
応

と
し
て
、
市
町
村
合
併
が
推
進
さ
れ
て
お
り

ま
す
。全

国
各
地
で
市
町
村
合
併
論
議
が
高
ま
り

を
見
せ
る
中
、
大
洲
市
、
長
浜
町
、
肱
川
町
、

河
辺
村
の
四
市
町
村
に
お
い
て
も
基
本
的
な

方
向
性
が
出
揃
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
た
び
、

任
意
の
「
合
併
推
進
協
議
会
」
を
設
立
す
る

運
び
と
な
り
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
本
格
的
な

合
併
の
協
議
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
が
、
来
年

一
月
の
法
定
協
議
会
に
向
け
、
四
市
町
村
の

歴
史
や
背
景
を
尊
重
し
合
い
、
譲
り
合
い
な

が
ら
真
撃
に
議
論
し
て
参
り
ま
す
。

今
後
、
協
議
会
に
お
け
る
協
議
内
容
な
ど
、

合
併
に
関
す
る
情
報
を
積
極
的
に
提
供
し
、

各
市
町
村
の
議
会
を
は
じ
め
、
住
民
の
皆
さ

ん
の
ご
意
向
、
ご
意
見
を
十
分
お
聞
き
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
将
来
、
こ
の
地
域
が
豊
か

で
活
力
の
あ
る
ま
ち
と
な
り
ま
す
よ
う
住
民

の
皆
さ
ん
と
力
を
合
わ
せ
、
一
緒
に
考
え
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
よ

ろ
し
く
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
十
三
年
二
月
二
十
八
日
に
愛
媛
県
が

制
定
し
た
「
愛
媛
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
」

で
合
併
の
基
本
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
た
の
に

伴
い
、
同
年
六
月
十
一
日
、
「
大
洲
市
・
喜

多
郡
市
町
村
合
併
検
討
部
会
」
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
。
八
王
五
回
の
会
議
で
協
議
・
調
整
が

行
わ
れ
、
大
洲
市
・
喜
多
郡
の
合
併
協
議
の

指
針
と
な
る
「
大
洲
士
山
・
喜
多
郡
市
町
村
合

併
検
討
部
会
調
査
研
究
報
告
書
」
が
作
成
さ

れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
各
市
町
村
で
の
合
併
の
必
要

性
や
、
合
併
の
相
手
先
を
問
う
住
民
ア
ン
ケ

卜
、
住
民
説
明
会
、
住
民
懇
談
会
な
ど
が
実
施

一
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
お
い
て
合
併
の

枠
組
み
が
検
討
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
十
四
年
六
月
、
内
子
町
、
五
十
崎
町
は
、

一
県
が
示
し
た
基
本
パ
タ
ン
の
大
洲
市
・
喜
多

郡
の
枠
組
み
で
は
な
く
、
顔
の
見
え
る
範
囲
で

一
の
二
町
に
よ
る
合
併
を
表
明
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
内
子
町
、
五
十
崎
町
に
門
戸
を
聞

い
た
ま
ま
、
大
洲
市
・
長
浜
町
・
肱
川
町
・
河

一
辺
村
の
四
市
町
村
に
よ
る
具
体
的
な
合
併
協
議

一
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
四
市
町
村
に
お
い
て
市
町
村
合
併

に
関
す
る
基
本
的
な
方
向
性
が
出
揃
っ
た
こ
と

か
ら
、
九
月
二
日
、
四
市
町
村
の
首
長
、
助
役
、

合
併
担
当
部
課
長
等
で
組
織
す
る
「
大
洲
喜
多

合
併
協
議
会
(
任
意
)
設
立
準
備
会
」
が
設
置

さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
準
備
会
に
お
い
て
、
合
併
協
議
会
設
立

に
対
す
る
意
思
が
明
確
化
し
、
基
本
的
な
事
項

に
つ
い
て
実
務
レ
ベ
ル
で
の
調
整
が
完
了
し
た

こ
と
か
ら
、
十
月
十
一
日
「
l

大
洲
喜
多
合
併
推

進
協
議
会
」
を
設
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

これまでの経緯

第
一
一
国
金
網
開
推
進
協
議
会
報
告

8 

十
月
十
一
日
、
大
洲
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い

て
、
第
一
回
大
洲
喜
多
合
併
推
進
協
議
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

は
じ
め
に
、
大
洲
喜
多
合
併
協
議
会
(
任
意
)
設
立

準
備
会
会
長
の
桝
回
大
洲
市
長
、
愛
媛
県
八
幡
浜
地
方

局
の
和
呆
局
長
か
ら
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
合
併
推
進
協

議
会
委
員
の
紹
介
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
、
大
洲

市
長
が
仮
議
長
に
選
出
さ
れ
、
議
事
録
署
名
人
に
、
長

同
委
員
(
河
辺
村
)
と
神
井
委
員
(
肱
川
町
)
の
二
名

が
指
名
さ
れ
、
合
併
推
進
協
議
会
の
設
立
に
つ
い
て
確

認
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

議
案
審
議
で
は
、
協
議
会
規
約
、
役
員
の
選
問
、
事

業
計
画
、
推
進
協
議
会
の
予
算
、
会
議
運
営
規
程
等
が

提
案
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
の
事
項
で
は
、
合
併
重
点
支
援
地
域
の
早
期

指
定
に
関
す
る
要
望
書
(
案
)
が
原
案
の
と
お
り
承
認

さ
れ
、
会
場
の
持
回
り
つ
い
て
は
、
任
意
協
議
会
は
大

洲
市
で
開
催
し
、
法
定
協
議
会
は
四
市
町
村
の
会
場
を

持
凶
り
で
開
催
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

事量

主主ニ
Eコ

事

工費

。
最
近
の
市
町
村
合
併
を
め
ぐ
る
動
向
に
つ
い
て

国
・
県
の
法
定
協
議
会
の
設
置
状
況
や
、
四
市
町

村
に
お
け
る
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に
つ
い
て
報

告
さ
れ
ま
し
た
。

。
田
市
町
村
の
行
政
比
較
に
つ
い
て

田
市
町
村
の
人
口
・
面
積
や
、
首
長
の
任
期
・
議

員
定
数
と
任
期
、
平
成
十
一
二
年
度
の
財
政
状
況
な
ど



に
つ
い
て
比
較
表
に
よ
り
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

。
合
併
特
例
法
等
に
よ
る
特
例
措
聾
の
概
要
に
コ
い
て

四
市
町
村
で
合
併
し
た
場
合
の
合
併
特
間
出
、
普

通
交
付
税
・
特
別
交
付
税
、
刊
・
県
杭
助
金
に
つ
い

て
の
財
政
支
援
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

協

議

冨遺言
寝苦ヨC.

工費

O
第
一
号
議
事
訴

つ
い
て

今
協
議
会
の
協
議
事
項
は
、
法
定
の
協
議
会
の
設
立
、

合
併
に
関
す
る
必
本
調
育
、
そ
の
他
台
併
に
関
す

る
必
要
な
事
川
(
で
あ
る
こ
と
。

-
協
議
会
の
委
員
は
、
ト
ヘ
川
市
、
長
浜
町
、
肱
川
町
、

河
辺
村
の
首
長
等
、
読
ん
Z

の
一
代
表
、
八
幡
摂
地
方

局
長
の
十
七
お
で
市
成
さ
れ
る
こ
と
コ

-
協
議
会
の
運
…
戸
市
川
に
去
す
る
費
用
ば
、
川
市
町
村
が

れ
担
し
、
全
体
額
の
一
一
一
分
の
一
を
均
等
割
、
残
り

の
三
分
の
二
を
人
円
訓
と
す
る
こ
と
。

O
第
二
号
一
一
一
両
繋
役
員
の
選
出
に
つ
い
て

役
員
と
し
て
委
員
の
互
選
に
よ
り
、
会
長
に
梓
肝

L

人
川
川
市
長
、
副
会
長
仁
西
田
長
一
浜
町
長
、
久
保
田
肱

川
町
長
、
稲
出
河
辺
村
長
が
、
昨
事
に
青
山
川
大
洲
市

議
会
訣
長
、
東
長
浜
町
託
会
誌
長
が
選
任
さ
れ
ま
〕

た
)

。
第
三
号
議
案
平
成
十
四
年
置
事
業
計
一
噛
(
案
)
ピ

つ
い
て次

の
と
お
り
、
原
案
の
と
お
り
ぷ
認
さ
れ
ま
し
た

r

{
平
成
+
四
隼
度
事
業
計
画
}

A
V
推
進
協
議
会
、
幹
事
会
、
専
門
部
会
長
。
公
科
会

長
人
口
同
会
の
開
催

応
惨
事
務
事
業
現
況
調
査
の
実
施

av四
市
町
村
広
報
紙
へ
の
合
併
協
設
会
だ
よ
り
コ
ー

ナ
ー
開
設

大
洲
喜
多
合
併
推
進
協
議
主
通
約
に

第 1回大洲喜多舎併推進協議会

令
先
進
地
視
察
研
修
の
実
施

也
管
法
定
協
議
会
訟
ド
に
闘
す
る
諸
整
備

。
第
四
号
議
案
平
成
十
四
年
度
舎
一
帯
推
進
協
議
会
議

入
歳
出
予
算
(
一
案
)
に
つ
い
て

平
成
十
四
年
度
合
併
推
進
協
議
会
歳
入
歳
出
子
羊

そ
れ
ぞ
れ
山
山
じ
寸
万
川
が
原
案
の
と
お
り
承
認
さ

れ
ま
し
た
ご

【主主主歳出予算]

。
第
五
号
議
案

に
つ
い
て

土
議
運
営
規
程
、
幹
事
会
規
程
、
専
門
部
会
規
程
、

事
務
局
規
程
、
財
務
規
程
、
会
議
の
傍
聴
に
関
す
る

安
制
、
唱
川
ト
九
千
計
両
等
業
務
委
託
業
者
選
定
安
門
一
会

設
置
要
綱
に
つ
い
て
原
案
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し

た。

。
第
大
号
議
案
法
定
の
合
併
協
議
会
の
設
立
に
つ
レ

て〈
法
定
協
議
会
の
申
し
合
わ
せ
事
項
〉

⑤
協
議
会
の
名
称
は
、
「
大
川
喜
多
合
併
協
議
会
」
で

調
整
J

す
る
こ
と
の

。
協
議
会
は
、
平
成
十
五
年
一
月
の
古
ウ
一
を
目
指
し
、

同
年
一
月
八
日
に
第
一
同
協
議
会
を
問
佐
で
き
る

よ
う
に
調
整
す
る
こ
と
。

A
W
合
併
の
方
式
は
、
新
設
九
円
併
(
対
等
合
併
)
を
基

本
に
協
議

4

調
整
す
る
こ
と
の

合
併
推
進
協
議
会
の
規
程
等
の
制
定

11 ?ととこ意見・さ畳間をお聞かせ
合併に関するご意見・ご質問がありましたら、

推進協訣会事応局までご連絡ください。

大洲喜多首併推進協議ま事務扇

干 795-0012 大川IrlJ大汁1-1891番地の1/;.洲市民含館 3陪

TEL0893-23-0234 FAX0893-23-0233 
E-Mail o7:ukita@cnw.ne.jp 

合間

言孟占議]五一



つトiLj
老
年
期
は
、
人
が
誕
生
し
て
か
ら
成
長
発
達
を
遂
げ
、
成
熟
期
を
経
て
人
民
の
最
終
段
階
を
迎
え
る
時
期
で

す
。
そ
し
て
一
般
的
に
は
、
身
体
の
外
見
や
機
能
が
衰
え
、
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
制
限
や
障
害
が
生
じ
る

時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
時
期
に
こ
そ
、
自
立
し
て
一
性
を
終
え
た
い
と
、
多
く
の
人
が
望
む
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
口

今
や
日
本
は
世
界
の
最
長
寿
国
と
な
り
、
平
成
十
一
一
一
年
の
平
均
寿
命
は
男
七
十
八
・

O
七
歳
、
女
八
十
四
・

九
三
歳
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
老
人
と
呼
ば
れ
る
六
十
五
歳
以
上
の
人
口
は
増
え
つ
づ
け
て
い

ま
す
。
平
成
十
二
年
に
お
け
る
老
年
人
口
の
割
合
は
全
国
で
一
七
・
四
%
で
す
が
、
長
浜
町
は
現
在
す
で
に
三

二
%
を
越
え
、
三
人
に
一
人
が
六
十
五
歳
以
上
で
す
で
す
か
円
、
こ
の
時
期
を
迎
え
た
人
達
が
ど
れ
だ
け
元

気
で
居
ら
れ
る
か
、
つ
ま
り
健
康
寿
命
を
延
ば
せ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
若
い
世
代
に
と
っ
て
も
大
変

重
要
な
事
柄
で
す
の

そ
こ
で
今
凶
は
老
年
期
の
特
徴
を
見
な
が
ら
、

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ャ時~

よ
り
健
鹿
で
過
ご
す
た
め
に
何
を
す
れ
ば
良
い
か
、

老年期になると、様々な老化現象が起きてきます。つまり、

外見仁はしわが増え、白髪が目、之つようになり、歯牙の1見失

が起こります。また、眼の調節かが衰え、王手が遠くなると共

に身体十i:'IHf!gとしては哨むプJや 飲 み 込 む 力・消化吸JI又力の{L1:下、

心肺関龍の衰え が 起 こ り 、 免 疫 力 が 低 下 しますコその枯果、

外的な病因から体を守る働きが悪くなると|寸時に、回復力が

民下します。さらに、骨の変化によって身長が低くなり、関

節 の開Jきが悲くなったり変形が起こってくゐこともありますむ

そのi也、若いとき σコ峠には体を使わない た め に 起 き る 筋 肉
し、しゅヘ

の萎綜ヤ、関節のこわばりがあります。

ぞれは自然に 坦ごる老化現象を益々促

道します。そ して老年期には生活習慣

病、特に高rf日Kや 心 臓 病 な ど 循 環 器 系

の病気が多くなります。

司弘

、
匂也

考
え
て

人間は誰で も、 年を とる に従 って 心

のあり方に個人差がでできます。それ

は人それぞれの生きた歴}史から出てく

る個 別 件 で すが、一般的公老人の心の特徴としては、不安感

が強くなり、感情が不安定になります。そして淋しがったり

自己中心的になる、依存心が強くなる、頑固になる、変化を

好まない等の特僚がみられます。

また、時には無力感を!長じて欝状態になることがあるブJ、

自らの生きた人生に対する充実感や満足感も有り、円尊心が
強くなります η

な生活を送るため!と。 0 ・
自然に起こる心身の変化(衰退)に大きな個人差があることは、誰

もiJ、よく見聞しています 3 また、日常ノ1:~活の充実度も操々です J そこ

で、少しでも健康 寿 命 を 延 ば す た め の 過ごし方を考えてみましょう。

皐い時期から良い生活習慣を守って老化を遅らせると共に、{建康診

断を費{ナ、病気め車期発見慣早期治揮に心がけましょう。

② :;i]j日齢と共{こ何らかの病気や障害がある場合は、それらと上手につき

合い、共存しながら生活」ましょう。そのためには主治匡や専門家と

よぐ相談して、蹴言を守りまレょう。

③若年期め身体機能に合わせた食事、睡自民、運動等{こ留置し、

④社会活動(こ参加しましょう!

高齢になってもを感じさせず、充実した生活を送って周囲に活気を与えている人たちは皆な 、

何らかの社会活動をしています。趣味を持って続けることや、主主々 72、行事・催 Lに参力じしたり、

友人達との団柴ベココミュニケ、ションの十九会を持つことが大切です。
社会に巷力[[L、人と交わることは若い 時 か ら 習 慣 づ け て お き た い こ と で す J そしてイI三を取れば

なお吏;意識して、人を誘ったり訪われたりする人間関係をつくり、引きこむりを避けましょう。

人聞は支;えあわねばI1きていけない助物です。

日常生活を謹えましょう。

償・
f

や

10 



亮しを参明白
平成14年麗

第2由

事L3定?色村官
長浜町では、町外への消費流出防!とと、町内 1{J.jmの活性化を目的に、毎イIプレミアム付き耐品

券を販売しています。

つきましては、今年度 2回目の販完を次のとおり行います{コ

なお、今回は役場窓口、各連絡所で、直接販売しますので、

はがきでの予約は受付しておりません。

lt 

51000開で5!500円分の高晶券が購入できます!

一
躍
韓
関
に
田
耕
一
戸
瞳

一

本

nか

は

ま

赤

橋

一

塁

ま

一

九
リ
十
二
一
目
、
役
場
一
階
会
諸
問
室

↑

で

「

な

が

は

ま

赤

橋

夏

ま

つ

り

&

水

一

一

新

撮

影

会

」

の

作

品

審

査

が

行

わ

れ

、

一

一
県
内
外
の
六
十
二
人
、
-
一
百
十
九
点

の

応

体

の

中

か

ら

、

次

の

十

八

点

が

一

一
入
賞
し
ま
し
た
。
(
敬
称
略
)

-

推

薦

一

一
夏
の
思
い
で
一
一
城
一
戸
隆
行
白
人
仏
見
町
)

一

特

選

一

一
日
善
し
の
中
(
山
宗
一
止
和
・
宇
和
島

一
市
)

一
怨
す
る
瞬
間
(
水
一
-
ん
修
司
・
松
山
市
)

一

準

特

選

一

一
長
浜
の
休

μ
(久
保
正
士

7
上
老
松
)

一
波
際
に
遊
ぶ
(
岡
本
一
志
・
判
子
市
)

一
限
全
日
し

一
(
久
保
次

一
生
・
大
洲

一
市
)

一
な
い
か
は
ま

一
赤
植
の
豆

一
(
黒
川
勝

一
一
段

e

西
条

一
市
)

一
重
心
(
士
口

ん
(
窓
見
町
)

品
水
着
譲
影
会

本
活
可
・
松
山
市
)

佳

作

長
浜
盛
夏
(
原
公
夫
・
今
治
市
)

赤
橋
大
綱
引
き
大
会
(
峠
同
一
郎
・

長
一
点
)

ピ
ス
ト
リ
ッ
ク
カ

i
と
と
も
に
つ
一

神
賢
一
・
八
幡
浜
市
)

夏
に
聞
く
(
松
本
浩
司
・
宇
和
町
)

畏
浜
の
陽
射
(
間
本
孝
之
・
松
山
市
)

赤
橋
の
夏
(
小
丙
甫
明

a

山
海
)

渚
の
女
~
印
日
我
部
茂
・
松
山
市
)

視
線
(
松
山
佳
昭
…
・
宇
和
町
)

海
水
の
冷
感
(
安
注
英
雄
・
松
山
市
)

キ
ャ
!
冷
た
い
(
中
橋
憲
二
・
松
山

市
)

推薦作品:夏の思いで11 



長浜町長西田洋一

14年震上半期ト般会計)
存率 34a8ゐ

財政事情の作成及び公表!こ問する条例により、平成14年

J'l: 9月末現在の長浜町の別政状況を公表します。

歳出の執行状況は、前年同期比 4.1 % 増 加 し 、 金制で

は 677:-;)J2子刊のけIえとなっていますc

蔵入にウいても、前年同期比 1. 3 %増力11L、金額では

3位 8402万 5千円の減となっておりますっ

ぐ14隼壷竺望会計量き喧空H7
子嘉横 5，794，815千円

歳 入
(収入済額 2，744，737千円ロ

(14.930現在)

予算額 5，79品，875千円
歳出

(支出済額 2，015，2iI5千円ロ 34.8%)

12 



収入済額

釘 j憲4473フヲ7千 円

改良工事が進む町道長浜戒}11綜

閏民健康保険

8純:j一算円一額配l4担1J I1収i入済額 3幻77，4ω99千円

!空塁塾宝笠f 支出i済斉額 4必3ω払a丸2，1日3H千千一H

老人 保 健

。陰惨 子算額 1，799，020千円

~品 1 せ 以入済額 741，042千門

誌を120 支/1'，)斉額 775，725千円

港湾施設事業

今 iag 予 非同

~.(i;;者三三~収入済額

函能額議廻f: 支出済額

商 品券

土地区画整理事業

チ賞額

収入済額

支出済額

工事か、進む大和(郷)土地区画整理事業

国民健鹿保険山;営診療所

14，16C， T-ドl

1，5t9iドJ

6，2fi7千円

住宅新築資金咋貸付事業

14，(i 14 H'J 

簡易水道事業

ピ'=t 予算額

| ゴ 収入済組
I~ 111 
I((~'ゴ 支出斉告H 21，022'[ I'J 

602千円

土地取得

議接妻予算額川32千円

二i伶 l-':収入抗告員 70，100千円

一二二だーで支出済者、 2，442千11J

介護保険

川

円

円
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千
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13 
(※一世会計・特別会計ともに繰越明討費を合んでいます。)

相占領;
園出!支出治相

額
前
四
額

z
J
λ
H
V
-
H
 

H

一
人
出

子

収

支嘩

(14.9.30現在)

知山

引

一

済

刊
一
一
以

立
戸
川

単
一
一
額

一

件

口

汁

況
一
片

品
〈
一

入
一
別

収
一
種

ロ
力
一

税
一
町

123，693 

水道事業会計

69，012千円

69，268千円

工業用水道事業会計

収竺~Y:^守竺よ
収益的支出j六額|

10，194千円

7，559千円



町民の皆さんに職員給与等の実態を正しく理解

し てい疋だくだめ、平成14年 4月 1日現在におけ

る長浜町職員の給与・定員管理等の状況を次のよ

うに公表します。

ト給与ワ状況

(1 )人件費の状況(普通会計決算)

住民基本台帳 i歳 出 実 質 ヰ兄 支
(14，3，31 )i  A 

13年度 9，544人 1 6，583，613千円 180，940千円

ヨ人件費には、特55~職にy:給され忍給料、司自!州等を含みます。

(2)職員給与費の状浬(普通会計予算)

職員数 r 一一 一 一
給

二 A 十竺-料
14年度 162人 609，073千円 102，363千円

也職員手当には退職手当を含みません。

人 {牛
8 

費

1，271，633千円

(3)職員の平均給料月額、平同給与月額及び平t句主手掛め状況(14年斗月 1自現在)

一般行政職 | 技能労務 職

1人当り給与費
(B/A) 

6，015干円

平均給料 平均給与|廿 平 均 給 料 | 平 均 給 与 l

月 額|克叩〕額|平均年齢 i 月 額|月 額!平均年齢

318 ， 128円 3~ 丸 449円 43 ， 5歳 228 ， 267円 231 ， 617円 52.4歳
円 386，354円 40.4歳|円|一!歳

一般行政織は、税務職、看護田保健師、保育士、水道職、技能労務臓を除いた職員ですコ
技能労務職は、調理員、寮母、電話会換手の職員です。

(斗)職員め初任給。状況(14年4月1日現在)

区

。封 1
之.

i 長 浜 町
分 「子任「ll弘 首

174，400円 188，900円
141，900円 I 151，800円

長浜町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
標塗的な職務分類とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

(6)特別職の報酬等の状況(14年4月1日現在)

区分 給料¥報酬等の月額|期末手当

町 長| 円 | 
立荒~~~'~~~~ (13年度支給割合)
助役i 円 i 
収入役 599，000円 6月 1.45月分
三t-J十一一一一一十一一一一← j 12月 1.55月分
議 長( 円 | zf圭生言! ヲ 3月 0，55月分
副議長! 町 円 ; 
議員 207，000円 l 計 3.55月分

国

採用 2年後
経過巳給料額

188，900円
151，800円

一← 14-



(7 )職員手当の状況

1.15月分

勧奨・定年

国

28，875月分

4455月分

62.7 月分

62.7 月分

勤勉手当

0.60月分
。目55月分

(支給率)

勤続 20年

勤続 25年

勤続 35年

最高限度額

その他の加算措置
定年前早真目退職特別指置 (2%~20%加算)
退職時特別昇給 1号給

期末手当

1.45月分

1.55月分

0.55月分

3.55月分

自己都合

21.0月分

33.75月分

47.5月分

60，0月分

tm年間割合)
期末手当

1.45月分

i.55月分

0.55月分

355月分 一 」由一一二 dt
自己都合

21.0月分

33.75月分

47.5月分

60.0月分

6月
12月
3月

勤勉手当

0.60月分。55月分

勧奨・定年

28.875月分

44.55月分

62.7 円分

62.7 月分

町

6月
12月
3月

←一一十IL
勤続 20年

勤続 25年

勤続 35年

最高限度額

i その他の加算措置
定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)
退職時特別昇給 2号給以内

長浜

( 13年度支給配合)

期末手当

退職手当

13年度主総総額 3.882干円

職員全体に占める手当支給職員の割合 20.8% 
一一一一一一一一一一一一

! 4'" hA l-ー支給対象職員 1人当たり平均支給年額 | 121千円

!特 殊仁一手当哩塑i手当塑) 一 一 一 一一 12

勤務手当!支給額の多V:手当 い青最診療所勤務手当。火葬場等勤務手当・行旅病死人等の処理作業従事手当

多くの職員にヲzJs
い保育業務従事手当・老人施設勤務手当・町税・徴収事務従事手当

されている手当 l 

15，639ヰ円

102千円

13年度玄給総額

職員 1人当たり平均支給年額

長 浜 町 ~出υ_l rp'J/:x.. 固の制度と異なる内容
!ぷの里[OJ r

i )配偶者 16.000円
2)扶養親族2人目まで 6，000円
3 )その他 3，000円
4)配偶者のない職員の扶養親族 1人目 11，000円

I 5)一定の年齢の扶養親族 1人につき 5.000円を加算。

庁了画家雇雇吉広三ま貨訂王両両面扇買が正面面石孟するまでその額を1
支給(支給限度額 27，000円) 異叫 I 2)の支給額ガ異なる

2 )持ち家住居者は 3，500円 1 

1 )通勤距離片道2km以上で交通機関利用者は達費相当額 l 一 部 JU1掲の定額方式と
2 )交通用具利用者は片道距離による定額方式 田 |同じであるが支給額ガ
3 )支給限度額 50，000円 | 宍 |異なる

扶養手当

2固定員管理の杭況
定員管理lごついては、 今後も適材適所の効率自勺id:配置を行い、増員の抑制に務めます。

15-

(各年4月18現在)

対前年増減数-J71五

福祉
関係



平成13年度長浜町田民健康保険の総医療費は、 2L ff!:3，449万 1T IIJで、平成]2年度と比較する

と約2ヲ961万円減少し、また 1人当たりの医療費は、 '.7%減少して46万814円となっています。 平

成 13年度におい て 閏 民 健 康 保 険 に は 、 出J民の47.6%~こあたる 4 ， 632人が加入されてい空寸が、若い

層の被保険者 が年々減少し、高陥者の加 入が増加していま寸十医療費の無駄遣いをなくして、

人ひとりの心 がけで医療費の適正化に努めましょう。

(千ドl未満切り捨て)

平成13年度受齢者男ij塵撰

二二二二一斗 l歪塑f円u被保険者(人)

枇分 570，942，000i 2，329 

190，197，000 

1，373，352，000 

I 2，134，491，000 

都内町村の 1人当たり璽藤豊推移(単位:I司)

長浜

9年度 447，861 
10年度 -164，384 
11年度 495，771 
12年麿 468，725 
13年度 460，814 

河辺

388，219 
417.219 
458，815 
516，099 
503，775 

600，000 

500，000 

400，000 

:-l00，000 

200.000 

100，000 

0 

[J雪 1り年度 13年度

区男IJの塵療費
平成13"1度国民健康保険被保険者 l人、当たり医政費(IL1) <平成13年4月

900，OOu 

円

u
n
U
 

ハリハリハリρ
b
 

300，000 

。
仁久長i五百白黒田沖浦今坊櫛生須沢 11¥i毎下須戒穂積ヒ老松豊山白i竜戒川)(越柴

16 



漠轄の

平購?~3年慶

県下10 調T村
老人保健医療費制度は、慢性的な病気に

なりやすいお年寄りのために、医療費の 1

割または 2割の一部負担金で病院にかかれ

る制度です。一部負担金以外の医療費は、

若い人たちの保険料リ引なととで、賄われて

います。しかし、毎年明加する老人医療費

の伸びを適正化するため、ア牛成14年10月か

らは、お年寄りの方にも所得によ/，て応分

の負担をしていただくことなどの、医療詰Ij

慢の改正が行われました。

平成13年度長jf町の老人医療費は、総容{

約]8佑、296万円で、受給者数の増加で12年

度よりが)4，622万円のよ旨額となっています。

また老人 1人畠たりの医寮費は、約77万8

千円で12年度と同額ではありますが、それ

でも一般の若い方の甚療費と比べると約 3

1曹、県下70市町村で陪17番自に高い金額に

なっており宮す。特に長浜町の場合は、通

院よりも入院の割合が高く、入院の受診率

は県下70市開村中 5番目で、高麗療費の要

17)ーっとなっていまヲ。

このため、日噴から建胡健診等で1建醸管

理を十分!こ行い、生活雪l貫病め予防に諦め

ていすとた、くとともに、可能な躍り通院!とよ

在宅震壌に心がけていただき、また、監
ひんかい

軍費の無関遣いといわれ喜重複受診や頻回

受幹をしないことが、医療費を抑制し老人

保健財政の運営の安定化につながることに

なります。どうか皆株方のご理解とご協力

をお願いします。

L7-

{ま

車 ヤす

H 置 1人当士一人一一(単位 f円)
1県下ご一番低い

城川町

大洲市

内f町

長浜町

Ul~平均

900 

850 

800 

750 

700 

777f円

778千円

1人当たり老人医護費推移(単位:千円)

884千円

日 9 支 Hl0年度 Hl1年度 H12年反日 1~'l年度



父と生計が同→でない児童が生活している

家庭の、安定と自立を促すための制度です。

手当てを受けることができる人は 7

0母または養 育者(ただし、公的年金給付を

受けていないこと)

対象となる兜童は?

018才に達する日以後の、最初の 3月 31 

日ま で の 間にある児童(2 0歳未満の一定

の障害のある児童)

。父の状況が次に該当する場合

1、父母が婚女閃を解消した児童

2、父が死亡した 児 童

3、父が重度の障害の状態にある児童

4、父の生死が明らかでない児童

5、父が引き 続 き 1年 以 上 遺 棄 し て いる児

童及び、 1年以上拘禁されている児 童

6、母が婚女閃によらないで

懐胎した児童(未婚の

子)

※ ただし、父 ま た は 母 の 死

亡について、公的年金給付や

遺族補償給付が受けられる児

童及び、里親に委託されたり

児童福祉施設に入所している

児童は対象になりません。

覇時
精神または身 体に障害を有する児童の 、福

祉増 進 を 図 る ための制度です。

手当てを受けることができる人は?

O障害児を監護し て い る 父 ま た は 母

。障害児と同居・ 監 護 ・ 生 計 一 を 維 持 し ている

父 母 以 外 の 養育者(ただし、本人・配偶者・

扶養義務者の所得が、限度額を越えている

場合は支給停止となります)

対象となる控童は?

020歳未満であること

。障害を理由とした年金を受けていないこと

法律 施行 令に定める程度の障害の状態 に あ

る者

0児童福祉施設 等に入所していないこと

支給方法は?

請求をした日 の属する月の翌月分から 支給

され、支給すべき事由が消滅した日の属する

月分まで支給され ま す 。

支給方法は 7

認 定 請 求 を し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 分 から

支給され、支給すべき事由が消滅した日の属

する月分まで支給されます。

こんえまとき

こんえま手続きを 1

0受 給 資 格 が で き 、 手 当 を 受 け よ う と す ると

き冒園園認定請求書(千当の支給要件に該当す

るようになってから 5年間が経過すると、

手当の請求ができなくなります。)

0毎年 8月、手当受給者すべての方が提出す

る書類 z・・現況届(現況届の提出がないと、

8月以降の手当が受けられません。)

0監護している児童の数が増えたとき..圃額改

定請求書

0監護していた児童の数が歩なぐ立ったとき開歯固

額改定届

O手当を受けている方の氏名園住所及び金

融機関 E 印鑑の変更があったとき・一氏

名・住所ー支払金融機関-印鑑変更 届

O手当を受けている方が死亡した場合・・・

受給者死亡届

O手当を受けている方が婚姻したり、監

護していた児童が支給要件に該当し な

ぐなったとき・・圃資格喪失周

韓関
こんなとき

こんえま手続きを!

0受給資格ができ、手当を受けようとすると

き掴同園認定請求書

0毎年 8月、手当受給者すべての方が提出す

る書類・・園所得状況届

0障害児の数が増えたり、障害の程度が 2鰻

から 1級になったときー・・額改定請求書

0障害児の数が減ったり、障害の程度が 1級

から 2級になったとき圃岡・額改定屈

0手当を受けている方が死亡したとき...受給

者 死 亡 届

O受給者または障害担が支給要件に該当し匙

〈なったとき・圃・資格喪失届

なお、手続きにはそれぞれ添付書類が必要

な場合があります。

一 18



長通忌

重量

児童を養育している方に下当を支給するこ

とにより、家庭 に お け る 生 活 の 安 定 に 寄与す

るとともに、次代の社会を担う児童の健全な

育成及び、資質の向上に資するための制度で

す。

手全員等の種類(児童子当法 t~V) 区分)

[歳未満の児童】

①児童一手当

④特例給付(所得制 I~共により児童手三与を受け

られなし λサラリーマン等の軒別とし て 、 所

得が一定未満の場台に限り、児主手当と向

者買を支給)

K: 3歳以上 6歳到達後最初の 3月 31自 までの

児 章]

③就学前特例給付(i去町民Ij第 7条給付)

3 歳未満の児童の児半:手~"rÍ に相当

④就学首iJ特例給付(法附則第 8条給付)

3歳未満の 児主の特例給付に相当

事当を受けるこ る人iま7

0 6歳到達後最初め 3月31日まで、の聞にある

児童を連育している万

ただし、前年 (1月から 5月まで の 請 求

分については前々年)の所得がム定

相未満の者

盟童手当等め支給を受けるには?

O出生、転入等により、新た』二受給事

由が生じな場合に「認定請求書」の

提 l-Hが必要で、 dコ

※巾請書の ほかに「年金加入証明書」

「所得証明害」 な ど 、 必 主 に 応 じ て 凶

付害額が必、安な場合があります。

支給される月額は 7

第 1f-

弟 2子

第 3寸ニ以降

四圏

5， 0 0 0ドJ

5， 0001つ
1 0， 0 0 0 ILf 

支給方法は 7

に)詰求した日の属するJ:!の翌月から、支給事

出の消滅した己の属する月分を受給。

噴出として、 2月- 6片・ 10月に、それ

ぞれ前 JJ分 ま で を ま と め て 口 座 振 込 。

こん?とそとき

こんな手続きを l

。言暫定請求善園・冒転入・出牛等で、新たに受給

資格が生じたとき

0額改定認定請求書・"・出生等仁より、支給汁

象 児 童 が 増 え だ と き

。額改定届・-年齢要件等により、対象問童と

なる児童が減ったとき

。現況曙"， 6月 1U現在、手i斗を受けてし、る

全ての受給者

。受給事由消滅届・，.

ロイ1也の市町村に住所が変わったとさ

口年齢要件により、支給対象児竜がし、なく

なったとき

口特例給付または、法附則第 8条給付のそ

キ合者カワ旦弔えしたとき

口受給?寺7う王公務員になったとき

。住所変貫届".

己同じ UJJ内 で 住 所 が変

わ っ た と き

口養育しでし、る児童置の

住所が変わったとき

O氏名変更届...受給者

または、養育してい

る児主の名前が変わ

ったとき

「以上の屑出等には、

必要に)，包じて添付しな

くてはならない書類が

あります。)

全園警少年i選 副賞~開閉
く総務庁〉

人白身が、社会の基本的なルールを
身をもって次の世代に伝えよう
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主長渓町絵入ザ重隼手費{はまがきを員藤震売しています

長浜町絵入り年貨はがき推進協議会では、日kJJlあらしJ(り

兵) が 印 刷 された平成14年度年賀はがきを販売しています。

限定吊ですの<.._、お早めにお求めください

E金額] 1投 53円

Eご注文 E お問い合わせ】長浜町絵入り年賀はがき推進協議会

(設場経済課内:君52-1111・情)221) まで。
肱川あらし(木村喜久男氏撮影)

士~~::::担割羽:::::::::・':::::;::::::::::::::::-注!$!$:詰:~~:際主主持主主主怨照明~~~~:烈糊:よ占部持活話器開由時:::::主 ::æ::::~:主主主::::.::綿詫E宇常詰翠ヰ宇:~~:詫:::.::固:>>:"$~:拡諮鵠叫~::~::::::::::::湘詰屈母子?詰話器在::::::::現在宇:::::::::目指F王ιa主

主長浜昨季(続編)の編さんが踏まりました 離 も

長 浜 町 で は 、本年 7月から IH丁の民歴書でもあります「長浜町

誌」の編さんに取り組んでいます。

これは、 Eff干1149二年に発行された長訳nu誌の続編として、郷上

の)ぷ史と伝統を佐世に{云え、将来の発展に資するために行って

し る も の で 、 平成16年 10)Jの発行を目指して作業〉ε進めていま

ト
7 0 

広く IIIJ以の皆さんに親しまれ愛読三れる閏了誌づくりを進め之〉

ため、皆さんには、資料の収集等ご迷惑をおかけすることも予

想されますが、よろしくご協力をお願しミします。

なお、編さん委口は:たのとおりです。(敬称略副順不同)

O金橋長 o泉芳イ言。平田~!~!_ _-J〆 。未了 毅 O山 u 博 Oli(<]iJ:'flJ券敏 O井内功

。船津具埋忌;

よお問い合わせ3長浜町教育委員会内:長浜町誌偏差さん事務局(盛52-1111固(有 61)まで。

;固司会名王将抵抗日:疋品主5諸国::~:説経企:::::::"::::;蹴出話班活ぷ出:園:::::::::回出現君主日:::::ι出:~~:郷土拾，~:~:::，蹴荘園::::::::趨s舵E匝司

!~l 0庁 1 /~ 麿 府4鐸害E虜毒斜牢忌敬え定宮討さd布宅吃h !事新:1t刊リ情幸報臨 です i 
1000分の2'吉ーと/ず8tlます:

~長浜町立図書館~:
1000分の 2の引き上げ分l土、事業主の方、被保F向 者 の 方 、 そ

れぞれ1000分の 1ずつの負担となり、被保険者の方が負担すべ

き雇用 保険 料額を定める「一般保1;食料額表」も変更になります。

事業キのんにおかれましでは、給 f子から 控除 jる際には十分ご

注震ください。

変更の内容

「 二戸業の正古一 l川市川知し

2および3以外山将来 l5.5/1，OC川 17.5/1.0C川

もしくは悶3埋または情物の栽初、栽培、採収

17.5/1.000 119.5/1，日[1[1i 

一更!子山一
保険料め追加徴収

各個別事業主の皆さまへは、 12月!ド句郵送により、，Wl1->)ーして

いただく金容、等をお知らせし、 15年 1H 31 [Jまでに同封の納付

書により納めていただくこととなる予乏で 40

Eお 問 い 合 わ せ1厚生労働省ホームベージ (httpd:// w¥I¥lw.mhl 

W 固go.jp) ま た は愛護労働屑、最寄りの労 働 基 準 監 督 署 、 大 洲

公 共職業嬰定所 (d、口ーワーク大洲圃告24-3191)まで。

発刊から28年を経た長浜町誌

書 名 著者

。「親になる」と 1ぜい1こと

青木信人

O芦に，'1'，1._て読みたい日本日it2

ぷ[藤 孝

。ぶらり松山城

jkiJ乏新聞社編

ノ英語で日記奇書いてみる

(表現集編)

山原真弓

。学校図書館ABC

学校図書館

研修資料編集委員会編

覇
蕗
孝

. 
""__園圃圃--同同町田口圃圃 E 幽園周回国軍国圃圃--幽園田園 E 圃 E 園出口凶
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52:議ぶ27卿謝 5723士活作五識玲笛符認糊
2 お*08 rn r'fデてよラーλ λのλ権意識

富 一身近右ごとからλ権を孝之てみまぜんK性の健嘆相談 銀
""孟j呂闘は、同民一人一人 {ご、相談先}お近くの人権擁

[ 13時] 1 1月 21日(木)

午後1[Hミ子~ 5 ~守

【場所]大沙H保健 所

思春期保健相談
I日時，] 1 1月 28日 (オミ)

が「人権」というものを再認

識すると と も に 、 自 己 の 行 為

に よ って他人の人権を侵して

いないか反省する週間でもあ

ります。

'r~1:麦 1 日寺~ 411寺

[:l易所1大ガ十11呆健所

私たちが豊かな日常正出を

営むためには、お片:いの立場

を尊重 L、自己の権利ばかり
※上 記 、 と も に要電話予約。無

学L。

エイズに関する
夜岡市話相談・
血液検査を行います

(無料一匿名)

【葉月日] 12月 2日 (月) ヘ 4日

(水)の :3IJ間(午後 5時~午

f炎8H寺)

I場所]大山|保健所

iその他1毎週火曜日(午前11

日寺一正午)にエイズ検査・相談

(予約iljlJ.無料 .ifl名)をして

を主張することのないよう心

がけなければなりません。

人権問題でお困りの方は、

次まで遠慮なくご相談く 7守さ

し、つ

護委日か、松山地方法務 九j人ー

~Jト|支局(宮0893-2/1-4155)へ

ごキi詰炎くださし、 J イij言炎は方正料

で、秘併は同く守られます

なお、長浜町の人権擁護委

徒の「いじめ」 ・体罰問題、京 11月 1日から10日はs"ートタ

庭問題、 近隣関係等人依問題仁 イム狩働旬闘です。

閣するあらゆる相談(無料・秘

密厳守)
いますので、こ不!旧1ください J

E日時] 12月 4日(:;j()午前 9
iお問い合わせ園予約発]太洲

日寺~午後 9時
保健所(B24-3165)まで。

E電話番 号j 7 リーダイヤル O
喧議室登翠題意怒号高寄稿京高室器援湿器援景話器翠謹怒霊~::::耳翠::;:;:;::義

軍事多動警察相談所を
も 開設します
ミ ~大掛i警察署~

暴力団、薬物、迷感電話、悪

質 商法、ストーカー、配偶者間

暴力 、 い じ め 、家庭内暴力、非
つ労 働 災害に健康保険は住えま

行 問題等で悩んでいる万は、遠
せん 労働災害の受診は労災保

l琶なくご干目白炎ください。
険で!正しい保険で、安心して

I日時]11月13日(水)午徒 2

1 20-0 5 - 5 5 0 

I相談担当者1人権擁護委貝、

法 務局職員

協議江主詰ヨ担欄
お知らせ

月

時

す

合
山
川
町

i
N叫
「

1
1

仁
三

寸
一
-
一
必

ナ
ノ
ト
!
ト
ド
J

、っ

L
署

世

よ

生

督

提

し

発

監

の

ま

が

準

J

け

故

基

円

受
事
働
山
山

手
一
災
労
哨

正
常
労
の
傷

治

O
轄

死

な

いJ
J

に

日

け

程

付

レ
ム
ふ
j

つノ

L

2

受

第

時

月

随

毎

は

(

で

時

署
5

本

J

~

、

す

時

お

ま

[場所l長浜交話:
Eお闘い合わせ1愛媛労働眉

Eお問い合わせ1大洲警露署
(盟関与935-5200) または、 J¥

(宮24-0110) また母、長浜支番 』

• -_.. ---- 1幡浜労働基準監督署(曾0894-2
(宮52-1015) まで。

21-

2-1750 )まで。

近年、パータイム労働者が増

加し、わがわl経済社会にとって

重要な作在になっているにかか

わらず、適切な民同管理が行わ

れていない等の問題が指摘され

ています。

パートタイム労働古の労働条

件、処遇等に関し守るべき事項

は、パートタイム労働法お よび

指針において定められてし、ます。

ノマートタイム労働者に対し、

法に基づく雇用符埋を行うとと

もに、正社員との均何を考慮し

た史h;白金千子しミましょう。



3，062人 I31.0% I 

「一
お
こ
も
り
は
、
凶
月
の
信
一
日
曜

一
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。
郷
地
区
と
下

一
平
地
区
か
ら
老
若
男
女
が
多
数
集
ま

一
り
、
先
祖
の
骨
子
高
め
、
重
箱
や
折

一
り
吐
一
川
め
の
ご
馳
走
を
持
ち
寄
り
出
や
一

一
飲
み
、
記
陪
を
深
め
て
い
る
。

一
以
前
は
、
修
験
者
の
司
宰
に
よ
っ

一
て
准
め
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
、

一
判
十
時
か
ら
厄
年
内
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の
厄
払
い
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を
行
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、
お
こ
も
り
は
、
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区
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厄
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行
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た
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ぜ
四
日
か
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ひ
と
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野
常
陸
守
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持
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即
日
三
つ
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で
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そ
の
理

一
由
と
し
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、
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日
か
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長
宗
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一
部
軍
に
攻
め
ら
れ
大
陰
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は
陥
端
し

一
た
が
、
…
い
い
(
つ
/
陥
十
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治
し
た
の
か
、
常
陸

一
守
正
秀
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い
ぺ
つ

J

討
司
「
河
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で
し
た
の
か
な
ど
、
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"*国民年金量!給状況

l~件当[一一五日正一日

一-h-Eivff100円

ド年3月末現在 2，916入い，751，875，000円

lー十二一一一o円

一-22 

シリーズ

井
内

功
(
下
須
戒
)

城
を
攻
略
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
c

m
H
に
常
陸
守
正
一
秀
が
討
記
し
た
と

し
て
、
五
日
は
い
洛
ち
武
者
狩
り
や
残

務
整
刊
を
し
て
、
六
日
に
沖
の
城
を

攻
め
た
と
む
考
え
ら
れ
る
じ

も
う
一
つ
の
説
は
、
同
月
四
日
が

一
月
遅
れ
の
節
句
だ
か
ら
こ
の
日
に

お
こ
も
り
を
し
た
と
い
う
五
で
あ
る
。

で
も
、
当
時
は
全
て
旧
暦
な
の
で
、

こ
の
比
も
無
押
が
あ
る
。
し
か
し
、

今
と
な
っ
て
ほ
は
っ
き
り
し
た
こ
と

は
判
ら
な
い
c

八
お
こ
も
り

再調副盤的日付事理闘員掃室哲

。公的年金は、将来の経済社会がどのように変わろうとも、
やがて訪れる長い老後の収入確保を約束できるi唯一のも
のです。

本的考え方

|自鵬、(船員保問)1

1，826，603，600同l

2，304人 1，861，054.900P3 I 

12日間三~8^ I~ 山一?

昭和36年{こ国民年金制度がスタートしたと

き、月額保険料100円を40年間納付する と月

額 3，500円の年金を65歳から受けられる仕組

みでしたが、現在の社会での生活水準の保艇

という菌から考えると、このような年金額で

は十分でないことは明らかです。

実際には、基礎年金の水準は月額67，017円

になっていますが、こうした社会経済の 状況

に蕗じた水準の確保は、まさしぐ公的年金た、

けです。(公的年金(誌、賃金や物価の変動[こ

対応するヌヲイド方式のなめ)

今年 4月 7日に行われたおこもり

。〉

背厚生年金受給状況

需日

14年3月末現在I2，326人

受給者数

人¥
I~ iOI 

「一一



長
浜
町
で
は
、
平
成
八
年
か
ら
外
国
青
年
招
致
事
業

(
J
E

τ事
業
)
に
よ
り
外
国
青
年
を
迎
え
、
外
国
語
教
育
の
充
実
や

地
域
の
皆
さ
ん
と
の
交
流
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
口

こ
の
た
び
、
前
任
の
ス
一
ナ
イ
ー
ブ
ン
・
ド
ル
セ
ッ
ト
さ
ん
に

替
わ
っ
て
、
カ
ナ

γ
か
ら
七
ラ
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
さ
ん
を
お
迎
え

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
と

r

こ
の
九
月
か
ら
、
長
一
山
中
学
校
で
英
語
指
導
助
手
と
じ
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勤
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さ
れ
て
い
ま
す
が
、
お
忙
し
い
と
こ
ろ
快
く
イ
ン
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ビ
ュ
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に
お
答
え
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
ご
紹
介
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ま
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の
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々
も
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と
て
も
親
し
み
ゃ
す
い
と
感
じ
て

い
ま
す
。

セ
ラ
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ハ
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Q
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教
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さ
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。

ム
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ぞ
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ハ
ミ
ル
ト
ン

で
す
。
カ
ナ
ダ
の
ブ
リ
テ
f
y
シ
ユ
コ
ロ
ン
ビ

ア
川
パ
ン
ク

1
パ
I
出
身
で
、
一
九
仁
八
午
一
一

日
i
八
日
生
ま
れ
の
一
一
十
同
夜
ヤ
す
)

ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
を
卒
業

し
、
今
回
初
め
て

E
本
に
き
ま
し
た
。

円十

r
¥

地
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に
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で
、
地
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に

な
り
た
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と
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じ
っ
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。
ま
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3
ん
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、
上
手
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英
語
を
お
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よ
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す
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シ
ョ
ン
)
を
書
く
こ
と
が
大

好
き
で
す
。
サ
イ
ク
リ
ン
グ
や
ス
ノ
!
ボ

1
ド

の
山
、
ヨ
ガ
も
や
っ
て
い
主
す
)
ヨ
ガ
匪
は
じ
一
ハ

年
く
ら
い
で
す
が
、
一
年
前
に
ヨ
ガ
一

ω先
生
の

資
拍
も
取
り
ま
し
た
。

んに事態j

Q

長
浜
町
の
印
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私
の
ふ
る
さ
と
と
同
じ
く
ら
い
自
然
が
美
し

い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
ル
ー
徒
た
ち
を
は
じ
め
町
民



私
た
ち
の
生
活
環
境
は
大
き
く
様
変

わ
り
し
、
人
々
の
考
え
方
や
、
価
値
観

(
心
の
豊
か
谷
、
心
の
癒
し
)
を
追
求

す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
動
物
に
対
す
る
考
え
方
も
、

不
族
の
一
員
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る

よ
う
に
な
り
つ
つ
、
一
万
で
は
、
動
物

の
虐
待
、
捨
て
犬
、
捨
て
抗
等
の
増
加
、

人
へ
の
危
害
発
生
な
ど
動
物
に
関
す
る

問
題
が
生
じ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
州
自
を
少
し
で
も
解
決

L
、
県
民
と
動
物
が
共
存
で
き
る
住
み

よ
い
社
会
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

県
が
こ
の
ほ
ど
松
山
市
に
「
愛
妓
県
動

物
愛
護
セ
ン
タ
ー
」
を
闘
設
し
ま
し
た
一

J

同
セ
ン
タ
ー
で
は
、
動
物
愛
護
啓
発

事
業
と
し
て
、
犬
の
し
つ
け
方
教
室
、

ふ
れ
あ
い
教
室
、
犬

a

ね
こ
の
飼
育
相

談
等
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
地
元
特
産

品
も
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
駐
車
ス
ペ
ー

ス
も
広
く
(
約
七
十
台
)
、
ド
ラ
イ
ブ

中
の
ト
イ
レ
休
憩
等
、
ど
な
た
で
も
気

軽
に
入
聞
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
立

ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

【
場
所
〕
松
山
市
東
川
町
(
県
道
一
三 強

暫
〉
争
最
圏

譲
事
艶

七
号
沿
い
・
右
手
川
、
タ
ム
か
ら
上
清
ヘ

酌
十
分
程
度
:
官
。
八
九
l
九
七
七
1

九一一

0
0
)

〔
開
館
時
間
〕
午
前
八
時
一
一
一

O
分

i
午

後
五
時

〔
休
館
日
}
月
曜
日
(
局
曜
日
が
休
日

に
当
た
る
と
き
は
、
当
該
体
自
の
直
後

の
体
自
で
設
い
日
)
、
年
末
年
始
(
十

ニ
月
二
十
八
日

5
一
月
四
回
)

輔の野事露磐
ダイオ#シン類や宥曹物質発生のE要因!となります。

における!焼却、〉キャンプファイヤー。

。農業、林~~または漁業を骨むためにやむを

得ないもの・・・田畑でのわら、土手革、果 樹算

定木の焼却。漁網にかかったごみの焼却 o (マ

ルチ、極ピニールは禁止)

たき火、その他日常生活を営むために通常

行われる焼却で軒微なものーー誌ち葉、枯れ草、

資源ごみに i該当しない紙数のみの小規模な焼

却。(日JJ;?生活から排l甘されるビニール及びプ

ラスチック類並びに、発泡スチロ←ルなどの

焼 却 は 禁 11二)

※以上のような例外にな η でいても、近所迷

惑や二酸化民主主の排出を抑えるために、燃 や

さない工夫をして、住みよい環境を守りましょ

っ。
※ごみの収集日

!と出せない多量

のごみの焼却物

は、大洲市凶長

浜町環境センター

に持ち込んでぐ

だ さ い 。 一 般 家

庭から排出され

る廃棄物の持ち

込み料は、 100kg未満200円胃 100kg以上200kg

未満300円となっています。

Eお問い合わせ】廃棄物に関することは、役

場生活環境課(管52司 1111)までお問い合わ せ

ぐださい。

止
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大洲市・長浜町環境センター

知つでいます初擁
野焼き!士、煙聞悪臭iこよ苓近所迷惑、

廃棄物処理法の改正に伴い、、|三成13年 4)J 

1 "から「野焼き 」 は 禁 止 さ れ て い ます。こ

こでいう野焼きとは、焼却施設を使わずに屋

外で焼却寸るこ とですわ違反した場合には、

処罰 (3年以下の懲役・ 300万円以|、ーの罰金ま

たばこの併引) の 対 象 と な り ま す の

家 庭でのごみ焼きは、不完全燃焼による一

般化炭素やダイオキシンと昨ばれる化学物官

(環境ホルモン)が発生するといわれており、

人 の健康への影響が心配されています。

野外焼却、 ド ラ ム 缶 で ご み を 焼 却 する「野

焼き」は、尭吋の温度のu;E巾や排ガス対話ー

が行われないため、有害物質の発泡を抑える

ことカfで、きま寸土ん

た だ し 、 伝統文化行事や農業者が行う稲わ

ら等の焼却、キャンプファイヤ一等、日常習

慣で行われているもので、下罰{ご示すような

ものは除かれます。

①圏または地方公共団体が、その施設の管理

を行うために必要な廃棄物の焼却

事例・・・道除、河川の管理予iJ'f特理のために

行う伐採した草木等の焼却

②震災、 j蛮水害、火災、凍霜害そCつf也の災害

予防、応意対捕 または謹!日のために感要な廃

棄物の焼却

事例・・・災害時における木くず等の焼却、

災予防訓練

③次に示すような軽微な焼却

じ風俗習慣 1 またほ宗教上の fJ'事を行う た め

』こ必要なものー・ o Iど ん ど 焼 さ 」 な ど 地域行事

火



「ア三， L対と祈私まがい外 かしも!ぎつ人 が情そと いな「に 1) だ i 
まろ何た。ーが み た し 離 ま の - - _-らた E、じのご私でとの見おとら人 Y3ご持よ三78
あうでひ し多のちたれし三学で ο いごグ寸たき言時つ父こ、のつし。了
、しご、 たく )f二。たた組期す 白とすル。ちま葉のめさろそ思ちて人 2

い こ 問、と人そ人。がの。然もご lだ六せをおなん言のいうJ いのイ中;
い う 係 同 A はれ同そ別終 に思号IJブい年ん、父がは Y山政〉つ f二思良 i
か な に人緒、全士し々わ そっににた生。今さら、百|三会かいく l

ま丈寸に気 Jでてにり うてそう上いの も ん 話 私 ブ ヘ 1i"，'ろトらと し 1
0 ら ℃ー汀の宇仲、なこ ないれか二女 主 ; の し の 主 そ を 九 、 乙な(

;こ や 発人動合ゴ良そっろ つまがれ人子 れ真ま日二の見」別ろき;
;の つ 展とすうやくれて、 てせいで組は る剣しをよ人つ ればや:

ま た し いる A ノなぞし私 いんいいで、 こなたじ九のけ 別つだ ;
一て =E:::::- ~Lー

ま ん まうこ人、りれま以 たでとるごハ と表 つ いた れかめ i

i とをとか「たいまな す事たがとよてたい日いて何と と「は私とで i
iで、し B りそのいし l時そ c 突のあこういり什をがいとでー、み、の、も;
;も一六三ちにつ?とた、ん でもつろなるしつ言誓きな、百七、青ん 同門い
E 、人んや必 V，'-4 こ。お 町一~，':-:-~ aι 一間冊目ー まく表、わな 硯仕い
:そでだん花ぇ。ろそ父 置盤欝宮騒 言し点整戸、警鐘調盟 し す 而 六 れ へ やでん
iう勺なにだ同 探しさ 翻離f委譲駐重量迫害ぎ議墾霊園 たつ的人統{中 友はだ
;思ぶあはつ ιー してん 陣鐙醤園-写手伝 盤蝿輔韻問 。きにでけ I71 i主〆巴己

i uιJF 三JZJ数十倍、 |立 t場TT1 2J 
ifぞ 芦宅= 雪子主 I t )l('と二ろ探しl qtでロ円三 27Z 
; うた 悪 A操 L倍臣 卜 r ，"~ _ L..-一一二」陰ままを と んし
;に。 いちし て、に /J¥学 6年生 !でま主も ね 方た
ーな こやばく人呼 J ， プー， -ー お過〉つ己かが
iっ とんつ れのぴ| 13年度人権作文集よ川 五ぎ刀:こ ら

て
も
、
行
動
に
は
移
せ
な
い
円
分

に
腹
が
立
ち
ま
し
た
っ

や
っ
と
チ
ャ
ン
ス
が
や
っ
て
き

ま
し
た
。
品
ト
ル
ー
ム
バ
の
ダ
ン
ス
心
練

習
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
入
ち
ゃ

ん
と
同
ピ
パ
ー
ト
で
行
動
今
一
共
に

す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
の
で
す
。

普
段
か
ら
私
と
仲
良
し
の

C
ち
ゃ

ん
は
、
笑
い
な
が
ら
楽
し
そ
う
に

人
ち
ゃ
ん
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

私
は
、
話
し
か
け
る
だ
け
で
も
戸

惑
っ
て
い
る
自
分
を
見
つ
め
ま
し

た。『
楽
し
そ
、
つ
に
芯
し
て
い
る
+
一
人

の
輪
の
巾
に
人
り
た
い
。

A
ち
ゃ

ん
と
話
が
し
た
い
J

と
、
今
の
円
分
の
止
声
な
気
持
ち

の
ま
ま
に
行
動
が
で
き
ま

L
た
。

す
る
と
、
急
に
什
ゅ
の
な
が
抜
け
た

よ
う
な
楽
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
は
、

A
ち
ゃ
ん
、
ャ

日
ち
ゃ
ん
の
い
い
と
こ
ろ
探
し
が

ど
ん
ど
ん
で
き
る
か
ら
不
思
議
で

す。
お
父
さ
ん
が
ア
ド
バ
イ
ス
し
て

く
れ
た
つ
数
十
倍
い
い
と
こ
る
探

し
」
は
、
私
を
七
千
什
一
な
気
持
ち
に

し
て
く
れ
ま

L
た

3

だ
か
ら
、
こ

れ
か
ら
も
「
い
い
と
こ
ろ
探
し
」

で
、
私
は
も
ち
ろ
ん
、
み
ん
な
に

も
幸
せ
に
な
-
っ
て
ほ
し
い
で
す
υ

E唖li瓦
藤本万、出ることはありません方jまなし吋

d

ハ

a
1
1
j
d
 

h

喝吋
J

A
V
‘A
V
a
A
V
a
 

あるいは夕方無人の家に耐 η て問し、始めの

数うJ、IllJに出るの7うす主だと氾川、ま宇

この対応策としては、 多少は見かけが悪

くなりますが、やむをえなし〉山1; 分は l~'& {[)に

しとでもメータ一吉長以昨の J とj也 l付のI'Yt'.'，再をが

全 てIllj-]-食性の高い材質の配管と交持寸る目、

川、にありませノ'-'0

方?と ii::-tすれば、確実に漏水(__(まめま寸ーの

T 卜"ゲ)~ニタi1主主し?とく犬三士、し、

工事後の赤水排出作業

/ノ1、/J<.とは水道水が赤くなる Jj，l.まと

のことで寸 iJとして気持ちのいいものごは

ありませんが、この赤水というのは、寸三世

設泣くに酸化政ペコマンガンなどの“三示主青ぴうす

溶融 1 ている ;I)~í，広なのです。

赤ノjて与をとfての原因は、水道工事による場J台

7う，~王と /v とプ二?と反〔オ〉オ工ます。 オ<.:i亘σコみジ(;，'~l て

事で|川氷したF.祭 l二 、 占 い 配 水 管 に 何 ら 7う、の

来日i数てそりえるここ止て?っfあります一。イ乍亨長しと伎

は酉己菅l人Jの {J占抗を十分にし赤水を消火ノi企な

ど7う斗ら排{J1しま jが、若干の残背水7J行濁っ

たり万!iu:なった水道として突然出てく る 市

もあります。ーニのような場合には、事I主Íj~~

l且!覧や有線放送などでお知らせします。

4 これ以外にも、皆さんの自宅i人Jf郊の配管

に芳生した腐食が原肉で、赤水が日常 的 に山一一ます…起きないでしょうが、しばらく水道を使 用 せ

ず に 長 時 間 配管内に水道水が滞った時に出

J 米:t，“死に7Jて"が赤く変化して、 $)J 香や
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出
会
い
回
交
流
園
思
い
出

l
A
1
坊
ふ
れ
あ
い
祭
り

1

九
月
十
五
日
、
今
坊
し
お
さ
い
広
場

を
主
会
場
に
、
第
九
回
今
坊
ふ
れ
あ
い

祭
り
が
開
催
さ
れ
、
町
内
外
か
ら
訪
れ

た
大
勢
の
来
場
者
で
賑
わ
っ
た
。

こ
れ
は
、
地
域
の
活
性
化
と
親
睦
を

涼
め
る
た
め
、
毎
年
こ
の
時
期
に
実
施

さ
れ
て
い
る
も
の
。

各
種
出
庖
や
バ
ザ
ー
が
立
ち
並
ぶ
中
、

地
元
産
の
海
の
幸
・
山
の
幸
な
ど
の
即

売
の
ほ
か
、
ウ
ナ
ギ
の
つ
か
み
取
り
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
、
伊
理
之
国
松
山
水
軍

太
鼓
や
今
坊
獅
子
舞
の
ス
テ
ー
ジ
な
ど

も
行
わ
れ
、
来
場
者
ら
は
楽
し
い
ひ
と

と
き
を
過
ご
し
て
い
た
。

大
一
連
連
縄
づ
く
り

ー
柴
の
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
ら

1

十
月
十
日
、
柴
公
民
館
で
、
老
人
ク

ラ
ブ
千
歳
会
(
上
満
武
会
長
)
の
会
員

約
二
十
人
が
、
大
注
連
縄
づ
く
り
を
行
っ

た。

伊7象之国松山水草太鼓のステージ

こ
れ
は
、
秋
の
大
祭
前
に
地
元
の
神

社
へ
奉
納
す
る
た
め
、
毎
年
同
会
会
員

ら
が
行
っ
て
い
る
も
の
。
こ
の
口
は
、

会
員
ら
が
思
い
思
い
に
自
慢
の
新
わ
ら

を
持
ち
寄
り
、
す
い
た
り
、
な
っ
た
り

し
て
ド
準
備
。
ま
ず
、
長
さ
約
六

m
直

径
約
十
五
叩
の
中
縄
を
三
本
作
り
、
そ

れ
を
九
人
が
か
り
で
一
本
に
な
い
上
げ

た
。
直
径
約
四
十
叫
重
さ
約
五
十
同

の
完
成
し
た
注
連
縄
を
前
に
、
参
加
者

か
ら
は
、
す
が
す
が
し
い
笑
み
が
こ
ぼ

れ
て
い
た
。

ス
ポ
ー
ツ
の
秋

大注連縄をなう参加者たち

ー
町
老
ク
連
ス
ポ
ー
ツ
大
会

1

十
月
十
五
日
、
晴
海
ふ
れ
あ
い
パ
ー

ク
で
、
平
成
十
四
年
度
長
浜
町
老
人
ク

ラ
ブ
連
合
会
ス
ポ
ー
ツ
大
会
が
開
催
さ

れ
、
町
内
の
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
約
三
百

一
一
¥
十
人
が
参
加
し
た
。

秋
晴
れ
の
も
と
、
参
加
者
ら
は
四
ブ

ロ
ッ
ク
に
別
れ
、
八
種
目
で
得
点
を
競

い
合
っ
た
。
結
果
は
次
の
と
お
り
。

一
優
勝
一

A
(
長
浜
・
黒
田
・
今
坊
)

ブ
ロ
ッ
ク

{
準
優
勝
一

D
(
沖
油
・
白
滝
・
戒
川
・

柴
)
ブ
ロ
ッ
ク

一
第
三
位
一

C
(
下
須
戒
・
上
老
松
・

曲
一
旦
茂
)
ブ
ロ
ッ
ク

一
第
四
位
一

B
(
櫛
生
・
須
沢
・
出
海
)

ブ
ロ
ッ
ク

地
域
、
か

8種目で得点争いがされました

つ
に
な
っ
て

ー
さ
く
ら
苑
運
動
会
1

十
月
十
七
日
、
老
人
ホ

1
ム
さ
く
ら

苑
運
動
会
が
開
催
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
苑
入
所
者
を
は
じ
め
、
デ

ィ
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
、
白
滝
・
柴
両
婦

人
会
会
員
、
白
滝
保
育
所
園
児
な
ど
、

地
域
の
三
世
代
交
流
と
地
域
に
根
ざ
し

た
施
設
づ
く
り
を
目
指
し
て
実
施
さ
れ

た
も
の
で
、
合
計
約
百
二
十
人
が
参
加
。

紅
白
二
チ
l
ム
に
分
か
れ
て
、
王
入

れ
や
デ
カ
バ
ン
競
争
な
ど
五
種
目
で
得

点
を
競
い
合
っ
た
。
地
域
が
一
つ
に
な
っ

て
行
わ
れ
た
こ
の
運
動
会
。
会
場
は
、

参
加
者
の
一
王
丸
一
杯
の
歓
声
と
笑
い
顔

で
満
ち
て
い
た
。

地域が一体となって行われたさくら苑運動会

画
|154 
雲閣

但
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な
つ
や
す
み
は
じ
め
て
し
っ
た
う
み
の

あ

じ

一

年

石

田

爽

存

す
ず
む
し
が
こ
て
き
と
い
っ
し
ょ
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2002 11 月 15 日 ~12月 14 日

事、しめ7'Jt-〆シダー
日 曜日 行事名 場所 時間

15 金 有害ごみ収集日

16 土 長高水族館開館日 長浜高校 11 :OO~ 15:00 

17 日 白滝滝まつり 白滝公園 10:00~ 

20 水
社会保険事務所出張相談日 商工会 9:00~ 11:30 

びん・缶収集日

献血 JA長浜中央支所 9:10~ 11:00 
側面田興産長浜ス 11 :30~ 12:30 

22 金
プリットン工場

渡辺興業側 13:30~ 15:00 
長浜小学校 15 : 30~ 16:30 

粗大ごみ収集日

23 土
白滝るり姫まつり 白滝公園 10:00~ 

RNBファミ リーコンサー卜 中央公民館 18:00~ 

25 月 母親学級① 保健センター 13:30~ 15:30 

27 7.1< 
ペッ トボトル・発泡スチ

ロール収集日

28 木 手しがん・子宮がん検診 保健センター 13:00~ 14:00 

29 ノ阜ヘ 手しがん・子宮がん検診 保健センター 13:00~ 14:00 

12/2 月 母親学級② 保健センター 1 0:00 ~ 14:00 

3 火 不用犬・ねこ回収日

4 7.1< びん・缶収集日

5 メ且ヘ 古紙・紙パック収集日

8 日 弟 37回長浜駅伝競走大会 長浜~白滝 11:00~ 

9 月 母親学級③ 保健センター 13 :30~ 15:30 

10 火 社会保険事務所出張相談日 商工会 1 0:00 ~ 15:30 

11 7)く
ペットボトル・発泡スチ

ロール収集日

育児サークル・歯みがき 保健センター 1 O:OO~ 11 :30 
相談

13 -i: 離乳食講習 保健センター 1 O : OO~ 12:30 
乳児健診 保健センタ ー 12 :40~ 13:30 
燃やさないごみ収集日

11月といえば霜月 。そして、長浜では『肱川 あらし』

(あらせ)が、本格化する時期でもある。大洲平野に発

生 し た 霧 が 、 肱川 をゆっくり下り始め、そして次第に速

度を速め、赤橋付近では風速10 ~;;:から時には2 0 ~;;: にも

達する。

中学生の頃、「橋遅刻」というのがあった。当時、長

浜中学校は沖浦にあり、あらしの中、橋を渡る 。 しかし、

逮悪く開閉橋(赤橋)が上がると、ちょっと の差 で遅 刻

する 。 そんな時、「橋遅刻」として扱ってもらい、遅刻

にならなかった。 うそを言っ ても、職員室から橋の開聞

が見えるのでダメ 。 ネボ、スケの中学生にとって、朝の 1

- 2分は大変貴重な時間である 。今年も「あらし」は吹

く。 でも 、赤橋は、まず上がることはない。

11月 3日、文化の日は国民の祝日で、自由と 平 和 を 愛

し、文化をすすめる日 である。以前は、この日を「明治

節」といって明治天皇の誕生日を祝ったものだった。

しかし、文化の日は、「明治節」とは関係なく、昭和

21年のこの日に、戦争放棄、主権在民を宣言 し た 新 憲 法

が公布され、これを記念して、平和への意思を 基盤 とす

る文化を発展、拡 大 さ せ よ う と い う の が 、 その主旨であ

る。(新憲法の施行は昭和22年 5月 3日。憲法記念日)

この日には、科学・芸術などに偉大な功績 のあった人

へ文化勲章が授与される 。 この文化勲章は、ほかの勲章

と違って等級がないのが特徴である 。 欧州諸国には、古

くから文化勲章の制度があり、英国のメ リ ット勲章、仏

国のパルムザガディミーク勲章などがそれにあたる 。
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人口・世帯数のうごき

9月末現在 前月との比較

9，471人 8入滅

人 仁l (男 4，468人) (男 7人 減 )

女 5，003人 女 l人減

世ffi:~汝 3，587世帯 1 i士1・干fi=?J成
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